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はじめに 

 

平成２２年５月に開催された行政刷新会議ワーキンググループにおいて、宝くじ（当せん金付

証票法（昭和２３年法律第１４４号）第２条第１項に定める「当せん金付証票」をいう。以下同じ。）

関連の事業が対象となり、宝くじの普及宣伝事業等について、「当WGの結論としては、当該事

業については廃止とする。」等の評価結果が同ワーキンググループから出された。 

これを受け、宝くじの改革をしっかりと進めるため、総務大臣から、地方財政審議会の中に、

都道府県、政令市、市、町村の代表の方々からなる宝くじ問題検討会を設け、当せん金率の向

上、地方公共団体の収益金の増加、普及宣伝事業のあり方などの宝くじの諸課題について検

討を行い、平成２３年度宝くじ発売計画策定までに結論をまとめるようにとの要請がされた。 

宝くじは、刑法（明治４０年法律第４５号）第１８７条で発売が禁じられている「富くじ」の特例と

して、地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第３２条及び当せん金付証票法に基づき、地方財

政資金の調達を目的として、総務大臣の許可を受けて、都道府県及び政令市（以下「発売団体」

という。）が発売しているものである。宝くじの収益金は約４，０００億円前後で推移し、地方公共

団体の貴重な自主財源であり、多くの公益的な事業の財源として活用されている。 

本検討会においては、以上のような宝くじの果たす役割を念頭に置きながら、要請のあった

宝くじの諸課題について議論を重ねてきた。 

本報告書においては、まず第一部において、現在の宝くじの果たしている役割について、歴

史的（日本の歴史）、空間的（国際比較）考察を加える。第二部において、現在の宝くじの制度・

運用の状況を概観した上で、第三部においては、今回要請を受けた宝くじの改革の基本的方針

を述べ、第四部においては、第三部の基本的方針を踏まえ、宝くじの諸課題の改革の方向性を

示す。第五部においては、現在の発売団体における検討状況に言及するとともに今後の宝くじ

改革のスケジュール等を提示する。 

本報告書は、先に述べた総務大臣からの要請に対し、普及宣伝事業などの宝くじの諸課題

について、その制度及び運用に渡り意見を述べるものである。もとより、宝くじの運用は、一義

的には、発売団体が自主的・主体的に決定すべきものであることから、運用に関する意見は、

発売団体が運用の見直しを行うに当たっての基本的な方向性を示すものである。 
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第一 歴史と諸外国比較 

 

宝くじの発売は、刑法第１８７条（富くじ発売等）の特例として認められているものであるが、

宝くじの現代的意義を検討するに当たって、日本における富くじの歴史や諸外国の状況を概観

しておくこととする。 

 

１． 日本における富くじの歴史 

○日本における富くじは、厳しい財政状況を背景として、寺社の修復費用の調達、戦費の調

達、戦災によって荒廃した地方公共団体の復興資金の調達というように緊急的な課題あるい

は公益的な事業のための財源を調達する手段として活用されてきている。  

 

（１）富くじの起源 

日本における富くじの歴史は、摂津・箕面の瀧安寺の富会に端を発するとされるが、その後、

江戸時代に、幕府の財政難を背景に、統治機構の一部を構成していた寺社の修復費用の調達

の一方法として、江戸幕府（寺社奉行）により富くじの発売が認められていた。その後、１８４２

年の天保の改革により全面禁止となり、１８６８年（明治元年）の太政官布告においても富くじに

関する興行は厳禁とされた。 

 

（２）現代の富くじとしての発展 

禁止されていた富くじの発売が再開されたのは、１９４５年（昭和２０年）４月、天保の改革から

およそ１００年が経過した後である。政府は、公債消化が困難になる中、浮動購買力を吸収して

「戦費二充テ」（注）るため、同年４月に臨時資金調整法（昭和１２年法律第８６号）を改正し、同

年７月から政府くじ（「勝札」）を発売した。同年１０月からは、戦後の激しいインフレ防止のため

浮動購買力吸収の必要性が大きくなったことから、政府くじ（「第１回宝籤」）を発売した。 

翌１９４６年（昭和２１年）１０月には、戦災によって荒廃した地方公共団体の復興資金の調達

のため、臨時資金調整法が改正され、都道府県による宝籤の発売が可能となり、同年１２月に

は、福井県が 初の地方宝籤「福井県復興宝籤（ふくふく籤）」を発売した。 

１９４８年（昭和２３年）４月、連合国軍総司令部の要求により、臨時資金調整法は廃止された
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が、同年７月、インフレの高進を抑制するため、当分の間、従来に引き続き宝くじ制度を存置す

るという考えのもとに、当せん金付証票法が公布・施行され、政府と都道府県・政令市等が宝く

じをそれぞれ発売した。しかしながら、１９５４年（昭和２９年）３月限りで政府くじは廃止となり、

以後、都道府県・政令市のみが宝くじを発売し、現在に至っている。 

（注）勝札の裏面の記載。 

 

２．諸外国との比較 

○諸外国の富くじの発売目的は、公益のための資金調達、国（又は州）の財政資金の調達であ

り、その使途は、社会福祉、芸術文化、スポーツなどが中心となっている。また、日本と同様

に、これらの公益的な事業を収益金のみならず、経費で行っている国もある。 

○日本の当せん金率４５.６％（平成２１年度）は諸外国（課税後ベースの実質的な当せん金率）

と比べ標準的な水準にあると言える。 

 

世界における富くじの売上額上位１０か国を含む１１か国（日本、アメリカ、ドイツ、カナダ、イ

タリア、中国、スペイン、フランス、イギリス、ギリシャ、スウェーデン）について、富くじ制度の状

況を概観する。 

発売団体は、連邦制の国を除き、基本的に国が発売主体となっており、地方公共団体が発

売団体となっている日本と異なっている。 

発売目的は、公益のための資金調達、国（又は州）の財政資金の調達とされており、その使

途は、社会福祉、芸術文化、スポーツなどが中心となっている。 

このような公益的な事業を、収益金のみで行うか、経費としても行うかは、各国様々であるが、

日本と同様に、収益金のみならず、経費で公益的な事業を行っている国もある。例えば、カナダ

のオンタリオ州では地域のフェスティバルなどの様々なコミュニティイベントに対する助成やア

マチュアスポーツへのイベント後援などを、イタリアでは芸術・文化に対するスポンサーシップ

や各地のカーニバルへの協賛などが行われている。 

当せん金率については３０％から７２.４％と幅があるが、５０％前後の国が多い。また、当せ

ん金に対する課税については非課税の国が７か国、課税の国が４か国（イタリアは一部非課税）

となっている。課税後ベースの実質的な当せん金率は、３０％から６３.１％となっており、日本

の当せん金率４５.６％（平成２１年度。非課税）は、おおむね各国の中位にランクされ、標準的
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な水準にあると言える。 

 

 

第二 宝くじの制度と運用の概要 

○宝くじは、刑法の特例であり、地方財政資金の調達を目的として、総務大臣の許可を受け

て、都道府県及び政令市が発売し、その収益金は幅広い事業に充当されている。 

○近年、宝くじの売り上げは１兆円前後、収益金は４，０００億円前後で推移し、地方公共団体

の財政運営上欠かせない財源となっている。 

 

宝くじは、刑法第１８７条で発売が禁じられている「富くじ」の特例であり、地方財政法第３２条

及び当せん金付証票法に基づき、地方財政資金の調達を目的として、総務大臣の許可を受け

て、都道府県及び政令市が発売している。 

発売団体は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２に基づき協議会（全国自治

宝くじ事務協議会など）を設置し、宝くじの発売計画、発売許可の申請、発売事務の委託等の宝

くじの発売事務を共同で管理、執行している（注）ところであり、その収益金は各発売団体が実

施する幅広い事業に充当されている。 

宝くじのうち市町村振興宝くじであるサマージャンボ宝くじ・オータムジャンボ宝くじについて

は、その収益金の全額が各都道府県で歳出予算に計上され、一般市町村（各都道府県の市町

村振興協会）に交付されている。これは、昭和５０年代初頭、一般市町村から宝くじの発売権を

付与すべきとの要望があったが、市場規模や発売効率等の課題があることから、市町村が発

売するのではなく、代わりに都道府県が発売し、収益金の全額を一般市町村に交付する方法を

とったためである。 

発売団体は、当せん金付証票法の改正を受けた一等賞金の引き上げや数字選択式宝くじの

発売など様々な施策を講じ、その売り上げを伸ばし、収益金を確保してきている。近年、宝くじ

の売り上げは１兆円前後、収益金は４，０００億円前後で推移し、不動産取得税（平成２１年度４,

０４２億円（速報値））に匹敵する収入となっており、地方公共団体の財政運営上欠かせない財

源となっている。 

平成２１年度における売上額、当せん金、発売諸経費は、それぞれ、９,８７５億円、４,５０３億

円（４５.６％）、１,４２８億円（１４.５％）となっており、売上額から当せん金、発売諸経費を差し引
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いた３,９４４億円（３９.９％）が発売団体の収益金となっている。 

（注）宝くじのうちいわゆる「東京都くじ」は、協議会によらず、東京都が単独で発売している。 

 

 

第三 宝くじの改革の基本的方針 

 

本検討会においては、宝くじの「普及宣伝事業」（後述第四 １．参照）のあり方などの課題を

検討する前提として、まず宝くじの存在意義も含め、なぜ宝くじが刑法の特例として認められて

いるのかという宝くじの原点に立ち返って、改革の前提となる考え方や改革を進める基本的視

点などについて整理を行った。 

○改革の前提は、刑法の特例である宝くじに対する国民の信頼を確保し、「宝くじの健全な発

展」、「地方財政資金の調達」を図ることである。 

○改革を進める基本的視点は、第一に、各種経費のほか共同事業に充てるため拠出された収

益金の使途など宝くじ全般に対する地方公共団体による「ガバナンスの強化」、第二に、資金

の流れの単純化、徹底した情報公開による「わかりやすさ」、第三に、「普及宣伝事業」費を

はじめ発売諸経費全般のゼロベースでの見直しなど徹底した「効率化」である。 

○改革の進め方は、「地方公共団体のチェック、ルール化」、「宝くじ資金の流れの単純化、意

義の明確化、情報公開の徹底」、「経費全般（「普及宣伝事業」費、その他発売諸経費）の徹

底した効率化」に取り組み、「収益金、当せん金の配分のあり方」について、地方公共団体の

自主財源を増加する方向で行うべきである。 

○特に、地方公共団体の自主財源の増加に向け、「普及宣伝事業」費については、大胆な縮減

を行うべきである。 

 

１．改革の前提 

 

前述のとおり、宝くじは、刑法の特例であり、地方財政資金の調達を目的として発売が認めら

れているものである。また戦後、半世紀以上にわたり、地方公共団体が育ててきた地方公共団

体の貴重な自主財源であり、また地方公共団体の財政運営上欠かせない財源となっている。 

また、宝くじは、購入する人々に当せん金という夢を与えるとともに、地域社会・生活を支える
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財源となっていることを通じて公共心を満たす側面も有している。さらに、現在、国民の７５％が

購入の経験（平成２２年宝くじ世論調査）があるとされているように、多くの国民に支持されてい

る。 

したがって、宝くじの改革に当たっては、刑法の特例である宝くじに対する国民の信頼を確保

し、「宝くじの健全な発展」を図っていくことが大前提であり、また、宝くじを発売する目的である

「地方財政資金の調達」を達成できるよう、地方公共団体の自主財源である収益金を増やして

いくことが大前提である。 

 

２．改革を進める基本的視点 

 

（１）ガバナンス（統治）の強化 

宝くじは、発売団体が総務大臣の許可を受けて発売しているものであるが、後述の「普及宣

伝事業」費をはじめ発売諸経費全般及び共同事業に充てるために拠出されている収益金につ

いては、「自治体による実質的に自主性を持った公益事業が行われていないことが、国民の不

信を招く原因である。」（行政刷新会議ワーキンググループ）等の指摘がある。本検討会におい

ても、「発売団体の参画が十分ではなかったのではないか。」等の議論があったところである。 

したがって、各種経費のほか共同事業に充てるため拠出された収益金の使途など宝くじ全般

について、地方公共団体によるガバナンスを強化していくべきであり、これは財政民主主義の

観点からも重要である。 

 

（２）わかりやすさ 

宝くじ資金については、収益金と経費（「普及宣伝事業」費）が混在して地方公共団体や公益

法人などに流れており、「複雑な資金の流れを徹底して改める必要がある。」（行政刷新会議ワ

ーキンググループ）等の指摘があるが、本検討会においても、「複雑であると指摘された普及宣

伝費の流れについて、すっきりさせる必要がある。」等の議論があったところである。 

したがって、地方公共団体が自由にその使途を決定できる収益金と 小の費用で 大の効

果をあげる必要がある宝くじを発売するための経費それぞれの意義を明確化し、資金の流れ

を単純化していくべきである。併せて、徹底した情報公開を図ることにより、透明化を図り、より

わかりやすい仕組みとしていくべきである。 
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（３）効率化 

宝くじの発売諸経費、特に後述の「普及宣伝事業」費については、「効果の実証のしようのな

い「普及費」に費やされていることは直ちに改めるべき。」（行政刷新会議ワーキンググループ）

等の指摘があるが、本検討会においても、「効果が乏しいものがある、その効果がしっかりと検

証されていない。」等の議論があったところである。 

したがって、「普及宣伝事業」費をはじめ発売諸経費全般については、これをゼロベースで見

直し、 小の費用で 大の効果を上げることができるよう、徹底した効率化を図っていくべきで

ある。 

 

３．改革の進め方 

 

「普及宣伝事業」などの個別事業については、２．で述べた改革を進める基本的視点を踏ま

え、 

①地方公共団体のチェック、ルール化 

②宝くじ資金の流れの単純化、意義の明確化、情報公開の徹底 

③経費全般（「普及宣伝事業」費、その他発売諸経費）の徹底した効率化 

に取り組み、 

④収益金、当せん金の配分のあり方 

について、地方公共団体の自主財源を増加する方向で改革を進めるべきである。 

特に、地方公共団体の自主財源の増加に向け、宝くじの売上げ増とともに大幅に増加してき

た「普及宣伝事業」費については、発売団体によるガバナンスの強化、徹底した効率化を行い、

大胆な縮減を行うべきである。 

 

 

第四 宝くじの諸課題の改革の方向性 

 

１．「社会貢献広報事業（仮称）」（経費） 

○現行の「普及宣伝事業」については、発売団体によるガバナンスを強化するとともに、

広報に純化し、経費性を明確化する観点に立って、各種事業をゼロベースで見直し、「社
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会貢献広報事業（仮称）」として出直すべきである。併せて、先に述べたとおり、「普及宣

伝事業」費については、大胆な縮減を行うべきである。 

○現行の「普及宣伝事業」は、発売団体の主体的かつ実質的な参画が十分ではないとの課

題があり、事業の役割・内容についても、広報の役割以外に均てん化の役割を担うほか、

経費で行っている事業と収益金で行っている事業との区分も不明瞭である。 

○本来、「普及宣伝事業」は、全国あまねく住民に対し、刑法の特例として発売される宝く

じが地域社会・生活を支える重要な財源であるとの理解を促進するため、発売団体が個

別の立場を超えて共同で宝くじの広報を行うものであり、安定的な地方財政資金の調達

にも寄与するものでなければならない。 

 

現行の「普及宣伝事業」は、発売団体の主体的かつ実質的な参画が十分ではないとの課

題があり、事業の役割・内容についても、広報の役割以外に均てん化の役割を担うほか、

経費で行っている事業と収益金で行っている事業との区分も不明瞭である。 

本来、「普及宣伝事業」は、当せん金付証票法第１３条の２に基づき、全国あまねく住民に対

し、刑法の特例として発売される宝くじが地域社会・生活を支える重要な財源であるとの理解を

促進するため、発売団体が個別の立場を超えて共同で宝くじの広報を行うものである。また、こ

のような取組みは、宝くじのイメージアップにつながり、安定的な地方財政資金の調達にも寄与

するものでなければならない。 

また、「普及宣伝事業」は、民間企業が経費で行うＣＳＲ（企業の社会的責任、Corporate 

Social Responsibility）類似の活動を発売団体が共同で行うものであり、社会的な意義も認め

られる。したがって、費用対効果をしっかりと見極めるという条件のもとで、適切に行うことは重

要である。 

そこで、現行の「普及宣伝事業」については、発売団体によるガバナンスを強化するととも

に、広報に純化し、経費性を明確化する観点に立って、各種事業をゼロベースで見直し、「社会

貢献広報事業（仮称）」（注）として出直すべきである。併せて、先に述べたとおり、「普及宣伝事

業」費については、大胆な縮減を行うべきである。 

その際、売上額の少ない発売団体に一定金額以上の「普及宣伝事業」費を確保することを通

じ、売上比例である収益金の発売団体間の格差を均てん化する役割については、見直しを検

討する必要がある。 

（注）「普及宣伝事業」という現在の名称について、本検討会では、「受託銀行が直接行う広告
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宣伝事業（発売に関する告知等）と混同する」等の議論があったところである。したがって、

社会貢献的な役割や発売団体が共同で行う民間企業の CSR 類似の事業であることを表

す名称（例えば、社会貢献広報事業、公益広報事業、共同広報事業）にすることが重要で

ある。そこで、本報告書においては、このような趣旨を踏まえ、「社会貢献広報事業（仮称）」

と記述する。 

 

（１）「社会貢献広報事業（仮称）」 

①地方公共団体のチェック、ルール化 

○「社会貢献広報事業（仮称）」については、発売団体によるガバナンスを徹底すべきである。

このため、「社会貢献広報事業（仮称）」の基本方針や実施基準の策定、効果検証を行う必

要がある。 

○ 「社会貢献広報事業（仮称）」の対象は、発売団体の収益金の活用では達成できない、全国

的に効果があり公益性の高い事業、一般市町村の事業を含めたコミュニティレベルの事業を

中心に行うことが適切である。 

○「社会貢献広報事業（仮称）」の実施に係る人件費、賃料、事務費などの間接経費は、発売

団体において適切にチェックを行い、より効率的な運営を行うべきである。 

 

先に述べたように、現行の「普及宣伝事業」の実施内容の決定については、「自治体による

実質的に自主性を持った公益事業が行われていないことが、国民の不信を招く原因である。」

（行政刷新会議ワーキンググループ）等の指摘があるが、本検討会においても、「発売団体の

参画が十分ではなかったのではないか。」等の議論があったところである。 

したがって、「社会貢献広報事業（仮称）」については、発売団体によるガバナンスを徹底す

べきである。このため、これまでのような形式的なチェックにとどまらず、「社会貢献広報事業

（仮称）」の基本方針や実施基準の策定（対象事業・団体、助成ルール、事業審査方法など）を

行うとともに、実施された事業についての効果検証を行う必要がある。また、必要に応じ、より

効果的な取組みとなるよう、社会貢献や公益事業に造詣の深い外部の有識者などの意見を幅

広く聴きながら進めることが有意義である。 

「社会貢献広報事業（仮称）」の対象となる事業については、発売団体の収益金の活用では

達成することができない、国際的にも意義が認められている事業、全国的に効果があり公益性
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の高い事業、一般市町村の事業を含めたコミュニティレベルの事業を中心に行うことが適切で

ある。併せて、限られた財源を有効に活用する観点から、事業そのものが直接的に社会に貢献

するような事業に重点化していくことが重要である。 

また、「社会貢献広報事業（仮称）」の実施に係る人件費、賃料、事務費などの間接経費につ

いても、 小の費用で 大の効果が上げられるよう、発売団体において適切にチェックを行い、

より効率的な運営を行うべきである。 

 

②宝くじ資金の流れの単純化、意義の明確化、情報公開の徹底 

○ 「社会貢献広報事業（仮称）」においては、収益金と経費の意義を明確化し、資金の流れを

単純化し、わかりやすくすべきである。 

○現行の「普及宣伝事業」のうち、以下のようなものは、廃止を含め抜本的に見直す必要があ

る。 

  ①発売団体の収益金が分担金として拠出されている法人に対する助成 

  ② 「第三者分配」のための助成 

  ③２つの法人からの同一団体への助成 

○発売団体、受託法人、助成先法人などにおいては、「社会貢献広報事業（仮称）」の実施状

況などについて積極的に情報公開を進めるべきである。 

 

現行の 「普及宣伝事業」に係る宝くじ資金の流れについては、「複雑な資金の流れを徹底し

て改める必要がある。」（行政刷新会議ワーキンググループ）等の指摘があるが、本検討会に

おいても、「複雑であると指摘された普及宣伝費の流れについて、すっきりさせる必要がある。」

等の議論があったことについては先に述べたとおりである。 

したがって、「社会貢献広報事業（仮称）」においては、収益金と経費それぞれの意義を明確

化し、できるだけ資金の流れを単純化し、わかりやすくすべきである。 

現行の「普及宣伝事業」のうち、以下のようなものは、廃止を含め抜本的に見直す必要があ

る。 

（ア） 発売団体の収益金が分担金として拠出されている法人に対する助成 

発売団体から、宝くじの収益金を含めた一般財源が分担金として拠出されている法人に

ついては、その事業は当該分担金を中心に行われることが原則であると考えられるが、こ
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れに加えて宝くじの経費から助成を受けることは、宝くじ資金の流れを複雑にし、わかりに

くくすることになっている。 

（イ） 「第三者分配」のための助成 

助成金の交付を受けた公益法人が当該助成金を他の法人等の第三者にさらに助成金

として分配・交付すること（「第三者分配」）については、助成先の公益法人の専門性を活用

する意義を有する場合もあるが、発売団体が行う受託銀行の再委託に係る承認（当せん

金付証票法第６条第５項）との関係で責任の所在を曖昧にする恐れがある。また、国から

公益法人に対する第三者分配型の補助金等についても、特段の理由がない場合は解消

を図ることとされており、廃止する方向で検討すべきである。（「公益法人に対する行政の

関与の在り方の改革実施計画」（平成１４年３月２９日閣議決定）） 

（ウ） ２つの法人からの同一団体への助成 

受託銀行から「普及宣伝事業」の委託を受けた２つの法人（(財)日本宝くじ協会及び(財)

自治総合センター）は、それぞれ、公益法人等が実施する社会貢献事業や地方公共団体

が実施する事業に対する助成を行っており、それぞれ目的を持っているものであるが、同

一の団体がこの２つの法人から助成を受ける事例があるため、資金の流れを複雑にし、

わかりにくくすることになっている。 

 

また、発売団体、受託法人、助成先法人などにおいては、「社会貢献広報事業（仮称）」の実

施状況などについて積極的に情報公開を進めるべきである。 

従来、受託銀行から「普及宣伝事業」の委託を受けてきた２つの法人においては、類似の助

成団体の情報公開等も参考にしながら、可能な範囲で過去にさかのぼり、助成基準、助成事業

実績などについて直ちに情報公開を進めるべきである。その際、それぞれの法人の設立の趣

旨にかんがみ、それぞれの法人の行う事業の意義が明確になるよう、配意すべきである。 

 

③経費全般の徹底した効率化 

○「社会貢献広報事業（仮称）」は単なる前年度踏襲ではなく、真に効果的な事業を行うように

すべきである。 

○効果が乏しいとの指摘のあった DVD・CD、雑誌類の発行事業、公務員や行政機関のみを

対象とするような事業などについては、住民の理解の促進に寄与しているかなどの効果検
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証を行い、適切に見直しを行う必要がある。 

 

発売団体によるガバナンスの徹底とも関連するが、「社会貢献広報事業（仮称）」は単なる前

年度踏襲ではなく、真に効果的な事業を行うようにすべきである。 

現行の「普及宣伝事業」としての助成のうち、以下のような事業に対するものについては、住

民の理解の促進に寄与しているかなどの効果検証を行い、適切に見直しを行う必要がある。 

・  効果が乏しいとの指摘のあった DVD・CD、雑誌類の発行事業、公務員や行政機関の

みを対象とするような事業 

・  「普及宣伝事業」として行う機関紙等のウェイトが高い法人の事業 

・  人件費の占める割合が高い法人の事業 

なお、現行の「普及宣伝事業」の助成は、従来から人件費等の間接経費を助成対象としてい

ないが、「社会貢献広報事業（仮称）」においても同様の取扱いとする必要がある。 

 

また、現行の「普及宣伝事業」の総額は、毎年度全国自治宝くじ事務協議会において決定さ

れているが、これまで、基本的に、売上げの一定割合で固定されてきたことから、過去の売上

げの大幅な増加に伴い、比例して大幅に増加してきたところである。 

「社会貢献広報事業（仮称）」費は、先に述べたとおり、現行の「普及宣伝事業」費の額にとら

われず大胆な縮減を行うべきであるが、その総額の決定に当たっては、近年、宝くじの売上げ

が減少傾向にあることに留意する必要がある。 

 

（２）発売団体事業に対する助成（発売団体助成） 

○発売団体助成については、廃止を含め抜本的に見直しを行う必要がある。原則廃止とする

場合、均てん化の役割について、収益金で別途考慮するなど適切に対応する必要がある。 

○各発売団体や全国自治宝くじ事務協議会において、積極的に広報を行うことが重要である。 

 

発売団体助成（平成２１年度８４億円）については、施設整備に対する助成、イベントに対す

る助成が中心であるが、これらの助成は、宝くじの経費により発売団体に対し宝くじ資金を還元

する形になっているともいえる。また、発売団体が収益金で行っている事業との区分も不明瞭

であり、発売団体助成については、廃止を含め抜本的に見直しを行う必要がある。 
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発売団体助成を原則廃止とする場合には、現在、全国自治宝くじ事務協議会の「普及宣伝事

業検証ＰＴ」（注）において代替策の検討が進められているが、先に述べた均てん化の役割につ

いて、収益金で別途考慮するなど適切に対応する必要がある。 

また、発売団体が単独で行う事業であっても、広報効果の非常に優れた先進的なものやそ

の広報効果が当該団体のみにとどまらず幅広く及ぶようなものについては、話題性を含め全国

的な効果があり広報として経費で行うことがふさわしい場合もあると考えられるため、このよう

な事業に対する助成のあり方についても検討する必要がある。 

さらに、「社会貢献広報事業（仮称）」として出直すことにより、宝くじの広報効果の水準が低

下することのないよう、各発売団体においては、宝くじの収益金の使途や宝くじを活用した施

設・車輌等の事業例を広報紙やホームページで積極的に周知したり、直接表示を行ったりする

などの取組みを行うことが重要である。併せて、全国自治宝くじ事務協議会においても、宝くじ

の意義等について、積極的に広報を行うことが重要である。 

（注）事業仕分けにおいて廃止と評価された普及宣伝事業について検証を行い、宝くじの売

上げ向上と合わせて見直しの方向性を検討し、その結果を平成２３年度宝くじ発売事務委

託経費に反映させるため、平成２２年７月２１日に全国自治宝くじ事務協議会の中に「普及

宣伝事業検証ＰＴ」が設置された。 

 

（３）一般市町村事業に対する助成（一般市町村助成） 

○一般市町村助成については、宝くじの発売権の代替的な性格も有しており、発売団体による

ガバナンスに加え、一般市町村の参画など一般市町村の関わり方についても十分配意すべ

きである。 

○コミュニティに対する助成は、個人購買層に対し、すみずみまで宝くじを広報する意義を有す

るとともに、地域におけるコミュニティ活動を支える貴重な財源として活用されており、引き続

き実施する必要性が認められる。 

 

一般市町村助成（平成２１年度９４億円）については、施設整備に対する助成、コミュニティに

対する助成が中心である。 

これらの助成は、市場規模や発売効率等の課題があることから宝くじの発売権を有しない一

般市町村に対し、宝くじの発売権の代替的な性格も有しながら助成されていることに十分配意
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すべきである。併せて、発売団体によるガバナンスに加え、一般市町村の参画など一般市町村

の関わり方についても十分配意すべきである。 

仮に一般市町村助成の額が減少する場合には、減少相当額について、収益金で別途考慮

するなど適切に対応すべきである。 

また、コミュニティに対する助成は、自治会・町内会や文化・芸術活動、防災組織などの活動

に対して助成を行うものであるが、コミュニティレベルの個人購買層に対し、すみずみまで宝く

じを広報する意義を有する。さらに、一般市町村の財政が逼迫する中、地域づくりや地域にお

けるコミュニティ活動を支える貴重な財源として活用されている。本検討会では、「できる限り、

一般財源的な収益金でこれらの行政需要をまかなうべき」との意見も出されたが、宝くじの広報

としての意義や現在の一般市町村の財政の実情にかんがみると、引き続き実施する必要性が

認められる。 

 

（４）公益法人等が実施する社会貢献事業に対する助成（公益法人助成） 

○公益法人助成については、発売団体によるガバナンスを徹底していくべきであり、第三者に

よるチェックのあり方も含めて検討する必要がある。 

○発売団体による検証の結果、公益法人助成総額については、現行の半額を目途とすべきも

のとされている。 

○「社会貢献広報事業（仮称）」における今後の公益法人助成のあり方については、この検証結

果に沿って検討することが適当である。 

○助成のルール化、審査の厳格化にも取り組む必要がある。 

 

公益法人助成（平成２１年度５４億円）については、先に述べた一般市町村助成とは異なり、

発売団体が唯一のガバナンスの主体であることから、発売団体によるガバナンスを徹底してい

くべきであり、公益法人助成に係る基本方針や実施基準の策定等に加え、(財)日本宝くじ協会

の意思決定機関や業務運営についても発売団体によるガバナンスが確保されるよう、適切に

対応することが重要である。また、第三者によるチェックのあり方も含めて検討する必要があ

る。 

現行の「普及宣伝事業」の効果については、「効果の実証のしようのない「普及費」に費やさ

れていることは直ちに改めるべき。」（行政刷新会議ワーキンググループ）等の指摘があるが、
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発売団体である全国自治宝くじ事務協議会の「普及宣伝事業検証ＰＴ」が、現行の公益法人助

成について一件ごとに公益性と効果を検証し、対象事業・団体をゼロベースで見直したところで

ある。その結果、公益法人助成総額については、現行の半額を目途とすべきであるとしてい

る。  

「社会貢献広報事業（仮称）」における今後の公益法人助成のあり方については、この検証結

果に沿って検討することが適当である。 

また今後は、助成のルール化、審査の厳格化にも取り組む必要がある。 

助成対象となる分野・事業についても、公益性や効果の観点から検討する必要があるが、そ

の際、本来地方公共団体が関わるべき分野かどうか、健康・医療・福祉等の時代適合性に配慮

した事業かどうかという視点を考慮することも重要である。 

 

２．市町村共同事業への「助成」（収益金）の再構築 

○市町村共同事業への「助成」は、一般市町村が共同で実施すべき事業について、一般市町

村に交付された収益金を持ち寄って行われているものであることから、事業内容・効果など

について一般市町村によるガバナンスを強化し、市町村共同事業に対する「会費」、「負担

金」として再構築した上で、事務の効率化・合理化の観点から、現行の仕組みは継続すること

が適当である。 

 

先に述べたとおり、都道府県は、一般市町村の代わりに市町村振興宝くじであるサマージャ

ンボ宝くじ・オータムジャンボ宝くじを発売し、その収益金の全額が都道府県から一般市町村

（各都道府県の市町村振興協会）に交付されている。一般市町村（各都道府県の市町村振興協

会）は、収益金の一部を自らが会員である(財)全国市町村振興協会に拠出している。 

(財)全国市町村振興協会は、これを財源として、全国的な視野に立って市町村の振興に資す

る事業（「市町村共同事業」）への「助成」を行っている。 

市町村共同事業への「助成」は、「普及宣伝事業」のように経費として広報を行うものではなく、

一般市町村が共同で実施すべき事業について、一般市町村に交付された収益金を持ち寄って

行われているものである。 

収益金の使途は地方公共団体が自主的に決定すべきものであり、したがって、収益金の使

途に対する一般市町村によるガバナンスを強化していくことが重要である。 
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また、それぞれの「助成」の内容に応じて、現行の「助成」の意義を明確化していくことが重要

である。 

 

（１）地方公共団体のチェック、ルール化 

現在、(財)全国市町村振興協会においては、市町村長の代表が役員に就任しているが、本

検討会において、「今までは、ともすれば実態として形式的な参画になっていなかったか。」等

の議論があったところである。今後は、実質的にしかもより多くの市町村長の参画を得るなど、

一般市町村によるガバナンスを強化すべきである。その際、市町村共同事業として行うべきか

否か、事業内容・効果がどの程度あるかをチェックする仕組みも、あらためて構築する必要が

ある。 

特に、事業内容・効果のチェックについては、地方公共団体で一般的に行われている、事前

の事業目標・期間設定、事後の達成状況の確認、費用対効果のチェック等を導入することが重

要である。 

 

（２）「助成」の意義の明確化 

市町村共同事業への「助成」のうち、市町村共同事業に対する「負担金」又は共同法人の運

営に対する「会費」としての性格を有するものについては、その位置づけを明確化することが重

要である。 

また、これらの「負担金」、「会費」相当分については、各一般市町村に収益金として交付し、

それを各一般市町村が予算化して、拠出するという方法もあるが、これは事務的にも相当の負

担となるものである。本検討会においても、「経費の節減・事務の合理化の観点から、(財)全国

市町村振興協会が、一般市町村（各都道府県の市町村振興協会）から収益金の一部を受け入

れ、それぞれの事業や法人運営に対して支払う仕組みは、一定の合理性を有するものである」

等の議論があったところであり、現行の仕組みは継続することが適当である。 

 

３．発売諸経費（経費）の徹底した効率化 

○発売諸経費については、 小の費用で 大の効果を上げるよう、徹底して効率化を図るべき

である。 
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発売諸経費は、先に述べた「普及宣伝事業」費の他に、売りさばき・支払い手数料、宝くじ券

の印刷・運送費、広告宣伝費など、宝くじの発売に必要な各種経費で構成されており、事務の

簡素化、経理の明確化の観点から、受託銀行に対し一括して委託する仕組みとなっている（当

せん金付証票法第６条第１項）。 

発売諸経費についても、 小の費用で 大の効果を上げるよう、徹底して効率化を図るべき

である。 

そのため、発売団体においては、受託銀行に対する委託業務の執行状況の検査（当せん金

付証票法第１７条第２項）や、再委託先・再委託内容のチェックを形式的な財務手続のチェック

から実質的な事務効率化の努力に対するチェックへと強化していく必要がある。 

 

４．各種見直しにより生み出される財源の活用 

○各種経費の見直しにより生み出される財源については、宝くじの発売目的に沿って活用し、

地方公共団体の自主財源である収益金を増加させることを基本とすべきである。 

○地方公共団体の収益金を直接増やすことと併せて、当せん金率の向上を図ることにより、見

直しにより生み出される財源の一部を宝くじの購入者に還元することも重要である。これによ

り、宝くじの売上げの増加を通じて、地方公共団体の収益金が増えることも期待できる。 

○当せん金付証票法における宝くじの当せん金率の上限については、諸外国の当せん金率も

５割前後となっていること、地方財政資金の調達が立法目的であることを踏まえ、現行の水

準を維持すべきである。 

 

以上、「普及宣伝事業」費をはじめ各種経費の見直しにより生み出される財源については、

宝くじの発売目的にかんがみ、「地方財政資金の調達」に資するよう活用することを基本とすべ

きである。 

 

（１）地方公共団体の収益金の増加 

各種経費の見直しにより生み出される財源の一部については、地方公共団体の自主財源で

ある収益金を増加させる方向で考えるべきである。 

その際、先に述べたとおり、現行の「普及宣伝事業」において均てん化の役割を担っていた

部分を廃止する場合には、収益金で別途考慮するなど適切に対応する必要がある。 
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また、宝くじ資金全体の中の一般市町村への配分額は、先に述べたとおり、宝くじの発売権

の代替的な性格も有することから、現行の水準を維持すべきである。したがって、「普及宣伝事

業」の見直しにより仮に一般市町村への配分額が減少する場合には、減少相当額について、

収益金で別途考慮するなど適切に対応すべきである。 

 

（２）当せん金率の向上 

平成２１年度の当せん金率は４５.６％であり、諸外国の富くじの課税後ベースの実質的な当

せん金率の比較では、アメリカ・ドイツ・カナダと同等の水準であり、国際的にも標準的な水準に

あると言える。 

このため、当せん金率の大幅な向上を図る環境にあるとは言えないが、当せん金率の向上

を図ることにより、見直しにより生み出される財源の一部を宝くじの購入者に還元することも重

要である。これにより、宝くじの売上げの増加を通じて、地方公共団体の収益金が増えることも

期待できる。例えば、ジャンボ宝くじの一等賞金の引き上げなどできるだけ明示的にわかる形

での活用が考えられる。 

なお、日本の公営競技（地方競馬、競艇、競輪、オートレース）の払戻率は概ね７５％となって

おり、課税後ベースの実質的な払戻率は５８.５％（推計）となっているが、これらの公営競技は、

それぞれの関係産業の振興を第一に掲げており、その立法目的を異にしている。また、同一日

に複数のレースが開催され、前のレースの払戻金の相当部分が次のレース以降の投票に充て

られるのが実態となっているなど、宝くじとの相違点があり、単純に一回当たりの率のみを比較

することは適当ではない。 

また、当せん金付証票法において、宝くじの当せん金率は、「５割に相当する額をこえてはな

らない」（当せん金付証票法第５条第１項）とされているが、諸外国の当せん金率も５割前後とな

っていること、地方財政資金の調達が立法目的であることを踏まえ、現行の当せん金率の上限

の水準は維持すべきである。 

 

（３）その他の売上げ向上策 

近年、宝くじの売上げは低迷しているところであるが、今後の売上げの向上のためには、例

えば、各発売団体の首長をはじめ行政との連携を強化し、各地域における各種メディアへの露

出の増加や、販売面からのアプローチを重視し、各発売団体が各地域での売上げの向上に努

めることが重要である。その際、宝くじを購入する人々が、当せん金という楽しみとともに社会
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に貢献することの満足感も得ることができるよう、公共心に訴える形の取組みを強化していくこ

とが重要である。 

また、大都市部以外では宝くじの売り場が限定されることから、売り場の場所の広報にも努

めることが重要である。 

 

５．緊急政策課題に対応する新しい宝くじの仕組み 

○地方公共団体の宝くじは、戦後、緊急に行うべき戦災復興その他の公共事業の資金調達を

図るためその発売が認められたことに端を発する。 

○このような宝くじの原点に立ち返り、大規模災害をはじめ緊急的な政策課題に直面する特定

の地方公共団体が、より機動的に、宝くじによる資金調達をできるよう、新たな仕組みを検討

すべきである。 

 

地方公共団体の宝くじは、戦後、緊急に行うべき戦災復興その他の公共事業の資金調達を

図るためその発売が認められたことに端を発する。 

宝くじはこのような緊急的な政策課題への対応に必要な財源の調達手段として有効な役割を

果たすものであり、近年では、阪神・淡路大震災や新潟県中越大震災の復興に寄与し、社会に

大きく貢献しているところである。 

そこで、安定的な財源を調達するため前年を踏襲する宝くじの発売を行うだけでなく、以上の

ような宝くじの原点に立ち返り、大規模災害をはじめ緊急的な政策課題に直面する特定の地方

公共団体が、より機動的に、宝くじによる資金調達をできるよう、新たな仕組みを検討すべきで

ある。 

このような取り組みにより、宝くじは住民の公共心により一層訴求するとともに、低迷する宝く

じ市場の活性化にも寄与するものと考えられる。 

 

 

第五 発売団体における検討状況と今後の宝くじ改革のスケジュール 

○全国自治宝くじ事務協議会においてとりまとめられた「普及宣伝事業の改革に向けた基本的

方針」は、本検討会における意見と方向性を一にするものであり、今後、「宝くじの健全な発
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展」、「地方財政資金の調達」に資するよう、改革が進められることを期待している。 

○各種事業の見直しは、平成２３年度から実施することを基本とすべきであると考えられるが、

必要に応じ、一定の経過措置を設けることも検討する必要がある。 

 

１．全国自治宝くじ事務協議会における検討状況 

先に述べたとおり、現在、全国自治宝くじ事務協議会において、「普及宣伝事業検証ＰＴ」が

設置され、当ＰＴの中に、発売団体向け助成事業、市町村向け助成事業、公益法人向け助成事

業の３分科会が設けられ、鋭意検討が進められているところである。１０月１５日に開催された

全国自治宝くじ事務協議会においては、「普及宣伝事業の改革に向けた基本的方針」がとりま

とめられた。 

本基本的方針は、本検討会における意見と方向性を一にするものであり、今後、本基本的方

針に基づいて具体的な改革の内容が決定されていくこととなるが、「宝くじの健全な発展」、「地

方財政資金の調達」に資するよう、改革が進められることを期待している。 

 

２．今後のスケジュール 

現行の「普及宣伝事業」をはじめ各種事業の見直しは、平成２３年度から実施することを基本

とすべきであると考えられるが、見直し後に実施する事業については、すでに地方公共団体・

公益法人等が予算編成を行う時期であることや、例年であれば助成事業の募集を終えている

時期であることを踏まえ、それぞれの業務に支障が生じることのないよう、細心の注意を払って

進める必要がある。その際、必要に応じ、一定の経過措置を設けることも検討する必要があ

る。 

  

20



 

 

21

009111
テキストボックス



宝 くじ問 題 検 討 会 報 告 書 資 料  目 次  

 

 

１． 宝 くじ問 題 検 討 会 委 員  

２． 宝 くじ問 題 検 討 会 の開 催 状 況  

３． 宝 くじの概 要  

４． 普 及 宣 伝 事 業 の概 要  

５． 市 町 村 共 同 事 業 の概 要  

６． 富 くじの歴 史  

７． 諸 外 国 の富 くじの状 況  

８． 他 の公 営 ギャンブルの状 況  

９． 「普 及 宣 伝 事 業 の改 革 に向 けた基 本 的 方 針 」（全 国 自 治

宝 くじ事 務 協 議 会 ）  

１０． 行 政 刷 新 会 議 ＷＧ評 価 結 果  



宝 くじ問 題 検 討 会 委 員  

 

 

（地 方 財 政 審 議 会 委 員 ）  

神 野 直 彦 （会 長 ）  

木 内 征 司  

佐 藤 信  

中 村 玲 子  

松 本 克 夫  

 

（地 方 団 体 代 表 者 ）  

佐 竹 敬 久    秋 田 県 知 事  

矢 田 立 郎    神 戸 市 長 （指 定 都 市 市 長 会 会 長 ）  

岡 村 幸 四 郎   埼 玉 県 川 口 市 長 （全 国 市 長 会 財 政 委 員 長 ）  

汐 見 明 男    京 都 府 井 手 町 長 （全 国 町 村 会 副 会 長 ）  

 

21



宝 くじ問 題 検 討 会 の開 催 状 況  

 

 

第 １回  検 討 すべき課 題 等 の整 理 （７月 ７日 ）  

 

第 ２回  ヒアリング（７月 ２９日 ）  

○財 団 法 人 日 本 宝 くじ協 会  

○財 団 法 人 自 治 総 合 センター  

○財 団 法 人 全 国 市 町 村 振 興 協 会  

○株 式 会 社 みずほ銀 行  

 

第 ３回  討 論 （９月 １７日 ）  

 

第 ４回  討 論 （１０月 ４日 ）  

 

第 ５回  報 告 書 の取 りまとめ（１１月 ９日 ）  

22



宝
く

じ
の

概
要

に
つ

い
て

（
そ

の
１

）

○
発
売
主
体

都
道

府
県
及
び
政
令
市
（
全

66
 団

体
）

○
発
売
根
拠

地
方

財
政

法
32

 条
及

び
当

せ
ん

金
付

証
票

法
（

刑
法

18
7 
条
（
富
く
じ
発
売
等
の
禁
止
）
の
特
例
）

○
発
売
手
続

発
売
団
体
の
議
会
に
よ
る
発
売
限
度
額
の
議
決
、
総
務
大
臣
の
許
可

○
収
益
金
の
帰
属

発
売
地
域
の
都
道
府
県
及
び
政
令
市
に
帰
属

○
収
益
金

の
使
途

発
売
団
体
が

実
施
す
る
幅
広

い
事
業

に
充
当

が
可
能

。
○
収
益
金

の
使
途

発
売
団
体
が

実
施
す
る
幅
広

事
業

に
充
当

が
可
能

。

宝
く

じ
売

上
の

使
途

（
平

成
21

 年
度

実
績

ベ
ー

ス
）

１
収
益
金
（
当
せ
ん
金
付
証
票
法

16
条

1項
）

売
上
か
ら
、
当
せ
ん
金
・
手
数
料
・
印
刷
・
宣
伝
費
等
を
控
除
し
た
残
額

当
せ
ん
金
の
総
額
⇒
発
売
総
額
の
５
割
以
下

１
枚
あ
た
り
の
当
せ
ん
金
最
高
金
額
⇒
１
枚
あ
た
り
単
価
の
２
０
万
倍
以
下

２
当
せ
ん
金
（
当
せ
ん
金
付
証
票
法

5条
）

１
枚
あ
た
り
の
当
せ
ん
金
最
高
金
額
⇒
１
枚
あ
た
り
単
価
の
２
０
万
倍
以
下

た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
当
せ
ん
金
付
証
票
＝
１
０
０
万
倍
以
下

加
算
型
当
せ
ん
金
付
証
票
＝
２
０
０
万
倍
以
下

３
手
数
料
（
当
せ
ん
金
付
証
票
法

6条
3項

1号
6条

4項
）

売
上
総
額

9
,8
7
5
億
円

当
せ
ん
者
に

支
払
わ
れ
る

当
せ
ん
金

4
,5
0
3
億

円
(4
5
.6
%
)

地
方
公
共

団
体
の

収
益
金

3
,9
4
4
億

円
(3
9
.9
%
)

３
手
数
料
（
当
せ
ん
金
付
証
票
法

6条
3項

1号
、

6条
4項

）

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
品
の
支
払
又
は
交
付
に
対
す
る
手
数
料

⇒
一
当
せ
ん
金
付
証
票
に
つ
き
１
割
を
超
え
な
い
範
囲
で
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
市
長
が

定
め
る
。

売
り
さ
ば
き
手
数

料
定
め
る
。

４
印
刷
・
宣
伝
費
等
（
当
せ
ん
金
付
証
票
法

6条
3項

2号
）

当
せ
ん
金
・
手
数
料
を
除
く
、
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
等
に
必
要
な
経
費

売
り
さ
ば
き
手
数

料
・

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料

7
5
9
億

円
(7
.7
%
)

印
刷

・
宣

伝
費

等
6
6
9
億

円
(6
.8
%
)

う
ち
普
及
宣
伝
費

2
6
7
億
円
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宝
く

じ
の

概
要

に
つ

い
て

（
そ

の
２

）

宝
く

じ
の

種
類

全
国

自
治

宝
じ

ジ
ャ

ン
ボ

じ
ド

リ
ー

ム
、

サ
マ

ー
、

年
末

、
オ

グ

宝
く

じ
収

益
金

の
使

途
（

平
成

21
 年

度
予

算
ベ

ー
ス

）

事
業
名

金
額

く
じ

く
じ

オ
ー
タ
ム
、

グ
リ
ー
ン

通
常

く
じ

普
通

く
じ

、
ス

ク
ラ

ッ
チ

く
じ

事
業
名

（
億
円
）

公
共
事
業

3,
11

0

数
字

選
択

式
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

、
ミ

ニ
ロ

ト
、

ロ
ト

6

東
京

都
宝

く
じ

普
通
く
じ

ク
ラ

チ
く
じ

高
齢
化
少
子
化
対
策
事
業

38
2

国
際

化
事

業
67

情
報
化
対
策
事
業

14
3

東
京

都
宝

く
じ

普
通
く
じ
、

ス
ク
ラ

ッ
チ
く
じ

関
東

・
中

部
・

東
北

自
治

宝
く

じ
普

通
く

じ
、

ス
ク

ラ
ッ

チ
く

じ

情
報
化
対
策
事
業

14
3

環
境

保
全

・
創

造
事

業
23

9

芸
術
文
化
振
興
事
業

16
1

宝
く

じ

近
畿

宝
く

じ
普

通
く

じ
、

ス
ク

ラ
ッ

チ
く

じ

芸
術
文
化
振
興
事
業

16
1

地
域
経
済
活
性
化
事
業

12
4

災
害

対
策

事
業

76

西
日

本
宝

く
じ

普
通

く
じ

、
ス

ク
ラ

ッ
チ

く
じ

地
域

医
療

等
振

興
自

治
宝

普
通
く
じ

ス
ク
ラ

チ
く
じ

災
害

対
策

事
業

76

社
会
貢
献
活
動
事
業

6

調
査

研
究

・
人

材
育

成
3

地
域

医
療

等
振

興
自

治
宝

く
じ

普
通
く
じ
、

ス
ク
ラ

ッ
チ
く
じ

合
　
　
計

4,
31

1
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発
売

団
体

＝
協

議
会

全
都

道
府

県
び

指
定

都
市

（
全

国
都

道
府

県
及

び
指

定
都

市
）

発
売
許
可

発
売

等
の

事
務

委
託

総
務

省

発
売

申
請

（
主

な
役

割
）

①
宝

く
じ

の
発

売
計

画
②

発
売

等
の

事
務

委
託

・
再

委
託

の
承
認

な
ど

発
売
許
可

受
託

銀
行

②
発

売
等
の

事
務

委
託

・
再

委
託

の
承
認

な
ど

（
売

上
等

）
売

上
9,

87
5億

円
収

益
3,

94
4億

円
1,

42
8億

円
56

4億
円

再
委

託
個

別
事

業
共

同
事

業

26
億
円

3,
35

4億
円

一
般
市
町
村
分

各
都
道
府
県
の
一
般
市
町
村
を
会
員
と
す
る

各
都
道
府
県
の
市
町
村
振
興
協
会
に
一
括
交
付

個
別

事
業

都
道

府
県

及
び

指
定

都
市

が
そ

れ
ぞ

れ
行

う
事

業

共
同

事
業

地
方
団
体
が

共
同
で
行
う
事
業

①
地
方
団
体
の
共
同

44
億
円

26
7億

円

52
0億

円

各
都
道
府
県
の
市
町
村
振
興
協
会
に

括
交
付

普
及
宣
伝
事
業

㈶
日
本
宝

く
じ

協
会

①
公
共
事
業

②
高
齢
化
少
子
化
対
策
事
業

組
織
を
設
立
、
事

業
実
施
。

②
負
担
金
額
は
発
売
団

体
が
申
し
合
わ
せ
。

（
例
）

共
同

事
業

㈶
全
国
市
町
村

振
興
協
会

個
別

事
業

各
都
道
府
県
の

市
町
村
振
興
協
会

㈶
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

③
環
境
保
全
・
創
造
事
業

④
地
域
経
済
活
性
化
事
業

㈶ 自 治 体 国 際

㈶ 自 治 体

衛 星 通 信

㈶ 地 域 創

（
例
）

①
全
国
的
な
貸
付

②
電
子
納
税
シ
ス

テ
ム
・
住
基

カ
ー
ド
利
活
用

（
例
）

①
県
内
市
町
村
低

利
貸
付
け

②
災
害
時
対
応

際 化
協 会

信 機 構

創 造

＊
数

値
は
21

年
度
ベ
ー
ス

カ
ド
利
活
用
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発
売

等
の

事
務

委
託

の
流

れ

発
売

団
体

＝
協

議
会

1,
42

8億
円

宝
く

じ
証

票
印

刷
・

運
送

94
億

円

発
売

団
体

＝
協

議
会

（
全

国
都

道
府

県
及

び
指

定
都

市
）

受
託

銀
行

（
売

上
等

）
売

上
億

収
益

億

発 注

発
売

等
の

事
務

委
託

販
売

促
進

広
告

13
5億

円

再
委
託

売
上

9,
87

5億
円

収
益

3,
94

4億
円

そ
の

他
発

売
経

費
90

億
円

69
6億

円

26
7億

円

64
億

円

再
委
託
の
承
認

証 票
シ ス

日 本 宝

自 治 総

売 り
（ １

票 作 成 ・ 整 理

ス テ ム 管 理

宝 く じ 協 会

総 合 セ ン タ ー

り さ ば き 業 者

１ ２ ５ ３ 社 ）

＊
数

値
は
21

年
度
ベ
ー
ス

ー
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宝
く

じ
の

宣
伝

発
売
告
知

普
宣
伝
事
業

1
発
売
告
知

（
受
託
銀
行
）

2
普
及
宣
伝
事
業

（
日

本
宝

く
じ

協
会

・
自

治
総

合
セ

ン
タ

ー
）

〈
主

な
目

的
〉

当
該

年
度

の
売

上
の

確
保

（
短
期
）

〈
主

な
目

的
〉
宝

く
じ

の
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ

に
よ

る
安

定
的

な
売

上
の

確
保

（
中

長
期

）
刑
法
の
特
例
で
あ
る
宝
く
じ
発
売
が
地
方
財
政
資
金
の
調
達
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
に
つ

（
短
期
）

〈
主

な
手

法
〉

宝
く

じ
の

発
売

告
知

（
テ
レ
ビ

、
新

聞
、
雑

誌
等

）

刑
法
の
特
例
で
あ
る
宝
く
じ
発
売
が
地
方
財
政
資
金
の
調
達
に
寄
与
し
て

る
と
に

い
て
、
住
民
の
理
解
を
深
め
る
（
当
せ
ん
金
付
証
票
法
第

13
条
の

2）
〈

主
な

手
法

〉
公

益
事

業
（
社
会
福
祉
、
社
会
教
育
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
等
）
に

対
す

る
助

成

公
益

法
人

助
成

の
例

・
移
動
採
血
車

（
累

計
41

2
台

現
有

29
9
台

）
・
皇
居
前
噴
水
休
憩
所

・
移
動
採
血
車

（
累

計
41

2 
台

、
現

有
29

9 
台

）
・
皇
居
前
噴
水
休
憩
所

（
日

本
赤

十
字

社
：

年
間

3.
5 
億

円
）

（
㈶
皇
太
子
殿
下
御
結
婚
記
念
噴
水
公
園
建
設
委
員
会
：

2.7
億
円

(H
7)
）

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

情
報
誌
「

10
0万

人
の
ふ
る
さ
と
」

（
N

PO
法

人
10

0万
人

ふ
る
さ
と
回
帰
・
循
環
運
動
推
進
・

支
援

セ
ン
タ

ー
：

4万
2千

部
）

支
援

セ
ン
タ

：
4万

2千
部
）

・
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
車

（
累

計
19

0台
）

「
親
子
で
読
め
る
子
ど
も
の
た
め
の
人
権
冊
子
」

（
㈶

全
国

防
犯

協
会

連
合

会
）

（
㈶

人
権

擁
護

協
力

会
：

26
万

5千
部
）

・
胃
胸
部
併
用
検
診
車

（
累

計
11

台
）

消
費
者
問
題
啓
発
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

（
㈶

全
日

本
労

働
福

祉
協

会
）

（
㈳

全
国

消
費

生
活

相
談

員
協

会
：

1万
5千

部
）

地
方
団

体
助

成
の
例

地
方
団

体
助

成
の
例

・
獣

舎
・
胸

部
検

診
車

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助

成
（
神

輿
）

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
日

宝
協

）
（
日

宝
協

）
（
自

治
総

合
セ
ン
タ
ー

）
（
自

治
総

合
セ
ン
タ
ー

）
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普
及

宣
伝

事
業

（
日

本
宝

く
じ

協
会

・
自

治
総

合
セ

ン
タ

ー
）

発
売
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
・
政
令
市
の
承
認
の
も
と
、
宝
く
じ
の
発
売
が
地
方
財
政
資
金
の
調
達
に
寄
与
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
住
民
の
理
解
を
深
め
る
（
当
せ
ん
金
付
証
票
法
第

13
条

の
2）

た
め
に
、
地
方
団
体
・
公

益
法
人
等
に
対
す
る
助
成
等
を
通
じ
て
、
普
及
宣
伝
事
業
を
実
施
。

・
自

治
総

合
セ

ン
タ

ー
普

及
宣

伝
事

業
（

93
億

円
）

・
日

本
宝

く
じ

協
会

普
及

宣
伝

事
業

（
17
4億

円
）

21

そ
の

他
5億

円
(3
%
)

時
効
防
止
等

21

自
主
事
業
そ
の
他

9億
円
(1
0%

)
発
売

公
益
法
人

時
効
防
止
等

宣
伝

21
億
円

（
12
%
）

発
売

団
体

7
3
億

円

公
益
法
人
助
成

12
 億

円
(1
3%

)

売
団
体

1
1
億

円

一
般

地
方
団
体
助
成

10
6億

円
(6
1%

)

助
成

42
億
円

(2
4%

)
地
方
団
体
助
成

72
 億

円
(7
7 
%
)

一
般

市
町
村

6
1
億
円

地
域
創
造
(8
.4
億
円
)

地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
(1
.0
億
円
)

な
ど

5 
 団

体

市
町
村

3
3
億

円
日
本
赤
十
字
社
(4
.4
億
円
)

地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
(2
.7
億
円
)

消
防
科
学
総
合
セ
ン
タ
ー
(1
.4
億
円
)

日
本
消
防
協
会
(1
.3
億
円
)

全
日
本
交
通
安
全
協
会
(1
.1
億
円
)

日
本
ﾚｸ
ﾘｴ

ｼｮ
ﾝ協

会
（
0
8億

円
）

6
1
億
円

昭
54

昭
60

平
元

平
5

平
10

平
15

平
20

平
21

○
普

及
宣

伝
受

託
収

入
の

推
移

日
本
ﾚｸ
ﾘｴ
ｰｼ
ｮﾝ
協
会
（
0.
8億

円
）

な
ど
16
1 
団
体

日
本
宝
く
じ
協
会

31
65

11
9

14
6

16
0

19
3

18
3

17
4

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

12
31

64
81

76
10
4

98
93

計
43

97
18
2

22
7

23
6

29
8

28
1

26
7

収
入
の

推
移

(単
位
:億

円
)
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参
照
条
文
（
普
及
宣
伝
事
業
）

○
当

せ
ん
金

付
証

票
法

（
抄

）

（
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
措
置
等
）

第
十
三
条
の
二

都
道
府
県
知
事
又
は
特

定
市
の
市
長
は
、
相
互
に
協
力
し
て
広
報
活
動
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
が
地
方
財
政
資
金

の
調
達
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
住
民
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
当
せ
ん
金
付
証
票
に
関
す
る
世
論
の
動
向
等
を
的
確
に
把
握
す
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
当
せ
ん
金
付
証
票
の
売
買
）

第
六
条

５
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
委
託
を
受
け
た
銀
行
等
（
以
下
「
受
託
銀
行
等
」
と
い
う

）
は

そ
の
委
託

に
係
る
都
道
府
県
知
事
又
は
特
定
市
の
市
長
の
承
認

５
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
委
託
を
受
け
た
銀
行
等
（
以
下
「
受
託
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
は

、
そ
の
委
託

に
係
る
都
道
府
県
知
事
又
は
特
定
市
の
市
長
の
承
認

を
得
て
、
他
の
者
に
当
該
委
託
を
受
け
た
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
等
の
事
務
の
一
部
を
再
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
都

道
府

県
知

事
又

は
特

定
市

の
市

長
は

、
前

項
の

承
認

を
す
る
か

ど
う
か

を
判

断
す
る
た
め
に
必

要
と
さ
れ

る
基

準
を
定

め
、
あ
ら
か

じ
め
公

表
し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。

○
当
せ
ん
金
付
証
票
法
第
６
条
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
委
託
承
認
基
準
（平

成
19
年
8月

24
日
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
議
決
）（
抄
）

３
普
及
宣
伝
関
係
事
務

(1
)
宝

く
じ
の

健
全

な
発

展
の

た
め
の

普
及

宣
伝

を
行

う
こ
と
を
目

的
と
す
る
公

益
法

人
で
あ
る
こ
と
。

(2
)
当
せ
ん
金
付
証
票
法
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
罰
則
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

(3
)
そ
の

他
、
宝

く
じ
の

普
及

宣
伝

を
行

う
こ
と
が

不
適

当
と
認

め
ら
れ

る
場

合
で
な
い
こ
と
。
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全
国
市
町

村
振
興
協
会
と
各
都
道
府
県
市
町
村
振
興
協
会

各
都

道
府

県
市

村
振

興
協
会
（
地
方
協
会
）

全
的
な
視
野

立
た
市

村
共

事
業

等
を
効

率
的

○
各
都

道
府

県
市
町
村

振
興

協
会
（
地
方
協
会
）
は
、
全
国
的

な
視
野

に
立

っ
た
市

町
村

共
同
事

業
等
を
効

率
的
・

効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
全
国
市
長
会
・
全
国
町
村
会
等
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
地
方
協
会
を
会
員
と
す
る
全
国
市

町
村
振
興
協
会
（
全
国
協
会
）
に
対
し
、
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
に
係
る
収
益
金
の
１
割
を
納
付
。

○
全
国

協
会
に
お
い
て
は

①
地
方
協
会

の
資
金

の
貸
付

け
②

電
子
納
税
シ
ス
テ
ム

住
基
カ

ド
利

活
用

な
○

全
国

協
会
に
お
い
て
は

、
①
地
方
協
会

へ
の
資
金

の
貸
付

け
、
②

電
子
納
税
シ
ス
テ
ム
・
住

基
カ
ー
ド
利

活
用

な

ど
市
町
村
共
同
事
業
、
③
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
交
付
金
事
業
な
ど
を
実
施
。

○
全

国
市

町
村

振
興

協
会
の
事
業
費
支
出
（
21

年
度
）

（
参

考
）
宝

く
じ
の
収

益
金
の

流
れ

各
都

道
府

県
災

害
対

策
関

連
0.

2億
円

(0
.1

%
)

そ
の

他
1億

円
(0

.5
%

)

○
全

国
市

町
村

振
興

協
会
の
事
業
費
支
出
（
21

年
度
）

（
参

考
）
宝

く
じ
の
収

益
金
の

流
れ

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
･

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ

の
収
益
金
の
全
額

を
交

付

(
)

５
６
４
億
円

21 各
地

方
協

会

①
県
内
市
町
村
へ

の
低
利
貸
付

①
全
国
的
な
貸
付
け

②
電
子
納
税

シ
ス
テ

全
国
的
な
貸
付

81
億
円

(5
7%

)

市
町

村
共

同
事

業
60

億
円

(4
2%

)

計
14

3億
円

５
２
０
億
円

４
４
億
円

21
21 全

国
協

会
一

般
市

町
村

の
低
利
貸
付

②
災
害
時
対
応

②
電
子
納
税

シ
ス
テ

ム
・
住

基
カ
ー
ド
利

活
用

(5
7%

)
(

%
)

・
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー

(1
5.
6 
億
円

住
基
カ
ー
ド
利
活
用
等
)

・
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー

億
人
材
育
成
等
地
域
づ
く
り
支
援

還
元

(7
.0
 億

円
人
材
育
成
等
地
域
づ
く
り
支
援
)

・
地
域
総
合
整
備
財
団

(5
.5
 億

円
地
場
産
業
支
援
等
)

な
ど
27
団
体
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未
定

稿

１
　
起
源

○
1
6
2
4
年

頃
、
摂

津
・
箕

面
の

瀧
安

寺
の

富
会

（
毎

年
正

月
７
日

間
）
で
、
名

札
を
突

い
て
３
名

に
福

運
の

お
守

り
を
授

け
る

○
1
6
9
2
年

、
富

く
じ
の

流
行

を
受

け
て
徳

川
綱

吉
が

江
戸

で
初

め
て
富

突
講

、
二

百
人

講
を
禁

止
○
1
7
0
0
年

頃
、
幕
府
財
政
が
元

禄
以

後
の

窮
乏

の
た
め
寺

社
を
援

助
し
き
れ

な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
寺
社
だ
け
に
は
修

復
費

用
調

達
の

一
方

法
と
し
て
、
富

く
じ
の

発
売

を
許

可
す
る
こ
と
と
し
、
江

戸
・
谷

中
の

感
應

寺
の

銭
富

を
江

戸
幕
府
（
徳
川
綱
吉

）
が

初
め
て
公

認
（
御

免
富

）

２
　
国
内
で
の

広
ま
り

○
1
7
3
0
年

、
京

都
・
仁

和
寺

の
建

物
修

復
の

た
め
、
江

戸
・
音

羽
の

護
国

寺
で
の

富
突

を
江

戸
幕

府
（
徳

川
吉

宗
）
が

許
可

○
そ
の
後
、
隠
富
や
影
富
が
一
時

流
行

し
た
も
の

の
、
1
7
9
6
年

、
徳

川
家

斉
が

影
富

禁
止

○
1
8
1
1
年

、
幕
府
（
徳
川
家
斉
）
は

富
興

業
を
都

市
の

繁
栄

に
利

用
す
る
と
と
も
に
興

業
利

益
を
独

占
す
る
た
め
、
目
黒
の
瀧
泉
寺
、
湯
島
天
神
の
富
く
じ
を
許
可
し
、
こ
れ
ら
は
谷
中
の
感
應
寺
と
あ
わ
せ
て
「
江
戸
の

三
富

」
と
称

さ
れ

る
○

こ
の

頃
、
幕

府
の

御
免

富
以

外
に
、
各

地
で
富

く
じ
が

行
わ

れ
て
い
た

３
　
社
会
問
題

化
、
衰
退
、
廃

止
等

○
1
8
4
2
年

、
天
保
の
改
革
（
徳
川
家
慶
）
に
よ
り
富

突
全

面
禁

止
○
1
8
6
8
年

、
太

政
官

布
告

に
よ
り
、
富

興
行

が
厳

禁
○
1
8
8
2
年
、
旧
刑
法
施
行

○
1
9
0
6
年

、
対
岸
の
中
国
本
土

か
ら
正

貨
を
吸

い
上

げ
る
と
と
も
に
台

湾
総

督
府

に
お
け
る
財

政
不

足
を
補

う
た
め
、
慈

善
、
衛

生
、
廟

社
保

存
を
目

的
と
す
る
事

業
の

た
め
に
台

湾
彩

票
が

発
売

開
始

（
翌

1
9
0
7
年

発
行
中

止
）

４
　
現
代
の
く

じ
と
し
て
の

発
展

○
1
9
3
7
年
（
昭
和
1
2
年
）
9
月
、
臨

時
資

金
調

整
法

が
施

行
し
、
時

局
産

業
用

と
公

債
消
化
の
資
金
確
保
の
た
め
、
日
本
勧
業
銀
行
に
貯
蓄
債
券
を
発
行
さ
せ

る
等
が
規
定
さ
れ
、
1
9
4
2
年
（
昭
和
1
7
年
）
に
第
一
回
戦

時
（
特

別
）
貯
蓄
債
券
が
発
行
。
以

降
、
同

法
の

改
正

に
よ
り
報

国
債

券
、
特

別
報

国
債
券
、
貯
蓄
券
、
福
券
（
い
わ
ゆ
る
戦
時
債
券
）
が
発
行
さ
れ
る
と
と
も
に
割

増
金
附
預
金
の
募
集
が
開
始

○
そ
の

後
、
イ
ン
フ
レ
の

高
ま
り
の

中
で
国

民
の

貯
蓄

心
の

低
下

が
著

し
く
、
福

券
な
ど
の
売
行
き
は
不
振
で
あ
る
上
に
人
手
不
足
の
た
め
発
券
事
務
を
簡
素
化
す
る
必
要
が
あ
る
一
方
で
拡

大
一

途
の

戦
費

の
調

達
の
目
的
も
あ
っ
て
富
籤
発
行
の
機
運
が
上
昇

○
1
9
4
5
年

（
昭

和
2
0
年

）
4
月

、
政
府
は
浮

動
購

買
力

を
吸

収
し
て
軍

事
費

の
調

達
を
図
る
た
め
、
臨
時
資
金
調
整
法
を
改
正
し
、
政

府
く
じ
が

発
売

可
能

に
○
1
9
4
5
年
（
昭
和
2
0
年
）
7
月
、
政
府
く
じ
で
あ
る
富
く
じ
（
勝
札
）
が
発
売
（
1
0
円
、
１
等
：
1
0
万
円
）

○
1
9
4
5
年
（
昭
和
2
0
年
）
1
0
月
、
政

府
は

戦
後

の
激

し
い
イ
ン
フ
レ
防

止
の

た
め
浮

動
購
買
力
吸
収
の
必
要
性
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
宝
く
じ
」と

い
う
名

称
で
発

売
○

1
9
4
6
年

（
昭

和
2
1
年

）
6
月

、
和

歌
山

県
復

興
宝

籤
（
和

歌
山

県
民

復
興

資
金

協
会

の
寄

付
5
円

が
つ
い
た
政

府
籤

）
が

発
売

○
1
9
4
6
年

（
昭

和
2
1
年

）
1
0
月

、
戦

災
に
よ
っ
て
荒

廃
し
た
地

方
自

治
体

の
復

興
資

金
調

達
を
は
か
る
た
め
、
臨
時
資
金
調
整
法
を
改
正
し
、
各

都
道

府
県

が
独

自
で
宝

く
じ
を
発
売
可
能
に

○
1
9
4
6
年
（
昭
和
2
1
年
）
1
2
月
、
福
井
県
が
最
初
の
地
方
く
じ
「
ふ
く
ふ
く
籤
」
を
発
売

○
1
9
4
8
年

（
昭

和
2
3
年

）
4
月

、
戦
時
立
法
で
あ
っ
て
公
正
な
自
由
競
争
を
妨
げ
る
、
官
僚
が
権
力
を
揮
っ
て
統
制
す
る
弊
害
が
あ
る
な
ど
し
て
連

合
軍

総
司

令
部

の
要

求
に
よ
り
、
臨

時
資

金
調

整
法

を
廃

止
○
1
9
4
8
年

（
昭

和
2
3
年

）
7
月

、
イ
ン
フ
レ
の

高
進

を
抑

制
す
る
た
め
、
現
下
の
国
民
の
射
倖
的
な
心
理
を
つ
か
ん
だ
購
買
力
吸
収
手
段
も
ま
た
十
分
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
政

府
の

財
源

獲
得

の
一

助
と
も
な
り
得

る
こ
と
、
都

道
府

県
に
お
い
て
は

一
般

財
源

ま
た
は

公
債

に
よ
り
が

た
い
事

業
の

財
源

獲
得

手
段

と
し
て
、
本

制
度

の
再

現
を
期

待
し
て
い
る
こ
と
等

に
鑑

み
、
当

分
の

間
従

来
に
引

き
続

い
て
宝

く
じ
制
度
を
存
置
す
る
考
え
の
も
と
に
、
そ
の
根
拠
法
律
で
あ
る
当

せ
ん
金

付
証

票
法

を
公
布
、
施
行

○
1
9
4
9
年
（
昭
和
2
4
年
）
5
月
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
を
改
正
し
、
京
都
市
、
大
阪
市
、
横
浜
市
、
神
戸
市
、
名
古
屋
市
の
五
大
市
が
独
自
で
宝
く
じ
を
発
売
可
能
に

○
1
9
4
9
年
（
昭
和
2
4
年
）
1
2
月
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
を
改
正
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
戦
災
都
市
が
独
自
で
宝
く
じ
を
発
売
可
能
に

○
1
9
5
4
年

（
昭

和
2
9
年

）
4
月

、
政

府
く
じ
を
廃

止
○
1
9
5
4
年
（
昭
和
2
9
年
）
1
2
月
、
全
国
自
治
宝
く
じ
が
誕
生

○
1
9
5
5
年
（
昭
和
3
0
年
）
4
月
、
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
が
発
足

○
1
9
5
9
年
（
昭
和
3
4
年
）
4
月
ま
で
に
そ
の

後
の

経
済

復
興

と
と
も
に
各

地
域

に
お
け
る
地
方
く
じ
の
連
合
の
動
き
が
加
速
し
、
５
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
原
型
が
で
き
る

○
1
9
5
9
年
（
昭
和
3
4
年
）
1
2
月
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
マ
ー
ク
入
り
宝
く
じ
が
発
売
（
～
1
9
6
4
年
（
昭
和
3
9
年
）
1
0
月
ま
で
）

○
1
9
6
4
年
（
昭
和
3
9
年
）
4
月
、
日
本
宝
く
じ
協
会
設
立

○
そ
の
後
、
日
本
万
国
博
覧
会
、
札
幌
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
沖
縄
海
洋
博
覧
会
な
ど
の
国
家
的
事
業
に
協
賛
す
る
宝
く
じ
が
発
売

○
1
9
7
4
年
（
昭
和
4
9
年
）
4
月
、
自
治

医
科

大
学

の
整

備
資

金
調

達
を
目

的
と
し
て
「
地
域
医
療
等
振
興
自
治
宝
く
じ
（
旧
称
：
へ
き
地
医
療
振
興
自
治
宝
く
じ
）
の

発
売

開
始

○
1
9
7
7
年
（
昭
和
5
2
年
）
4
月
、
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
設
立

○
1
9
7
9
年
（
昭
和
5
4
年
）
4
月
、
全
国
市
町
村
振
興
協
会
及
び
各
都
道
府
県
市
町
村
振
興
協
会
が
設
立

○
1
9
7
9
年
（
昭
和
5
4
年
）
8
月
、
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
発
売
開
始
（
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
（
市
町
村
振
興
宝
く
じ
）
・
１
等
：
2
0
0
0
万
円
）

○
1
9
8
4
年

（
昭

和
5
9
年

）
2
月

、
国

土
緑

化
推

進
運

動
の

一
環

と
し
て
「
緑

化
宝

く
じ
」
を
発

売
開

始
、
1
9
8
6
年

（
昭

和
6
1
年

）
2
月

か
ら
「
グ
リ
ー
ン
ジ
ャ
ン
ボ
」
に
愛
称
変
更

○
1
9
8
5
年

（
昭

和
6
0
年

）
5
月

、
当

せ
ん
金

付
証

票
法

を
改

正
し
、
最
高
当
せ
ん
金
額
の
引
上
げ
（
自
治
大
臣
が
指
定
す
る
場
合
は
2
0
万
倍
）
、
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
措
置
等
が
盛
り
込
ま
れ
る
。

○
1
9
9
8
年

（
平

成
1
0
年

）
1
0
月

、
議
員
立
法
に
よ
り
当

せ
ん
金

付
証

票
法

が
改

正
さ
れ
、
加
算
型
当
せ
ん
金
付
証
票
の
導
入
、
最
高
当
せ
ん
金
額
の
引
上
げ
（
2
0
万
倍
（
←
1
0
万
倍
）
、
自
治
大
臣
が
指
定
す
る
場
合

は
1
0
0
万
倍
（
←
2
0
万
倍
）
、
加
算
型
当
せ
ん
金
付
証
票
で
加
算
金
が
あ
る
と
き
は
2
0
0
万
倍
（
新
設
）
）
、
発
売
等
の
再
委
託
、
発
売
主
体
に
対
す
る
再
委

託
の

承
認

基
準

の
作

成
と
そ
の

公
表

の
義

務
づ
け
等

が
盛

り
込
ま
れ
る

○
1
9
8
4
年
（
昭
和
5
9
年
）
1
1
月
に
イ
ン
ス
タ
ン
ト
く
じ
が
、
1
9
9
4
年
（
平
成
6
年
）
1
0
月
に
ナ
ン
バ
ー
ズ
が
、
1
9
9
9
年
（
平
成
1
1
年
）
4
月
に
ミ
ニ
ロ
ト
が
、
2
0
0
0
年
（
平
成
1
2
年
）
1
0
月
に
ロ
ト
６
が
、
2
0
0
1
年
（
平
成
1
3
年
）
6
月
に

ス
ク
ラ
ッ
チ
が

発
売

開
始

○
2
0
0
1
年
（
平
成
1
3
年
）
9
月
、
オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
（
新
市
町
村
宝
く
じ
）
が
発
売
開
始日
本
の
富
く
じ
の
歴
史

出
典
：
「
宝
く
じ
の
歴
史
　
宝
く
じ
発
売
五
十
周
年
記
念
」
（
財
団
法
人
日
本
宝
く
じ
協
会
）
、
「
宝
く
じ
辞
典
－
平
成
2
2
年
－
」
（
財
団
法
人
日
本
宝
く
じ
協
会
）
、
「
取
締
役
宝
く
じ
部
長
　
異
端
の
バ
ン
カ
ー
・
片
岡
一
久
の
生
涯
」
（
大
山
真

人
著
）
、
「
目
で
見
る
　
宝
く
じ
3
0
年
史
」
（
第
一
勧
業
銀
行
宝
く
じ
部
）
、
財
団
法
人
日
本
宝
く
じ
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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未
定

稿

国
名

（
売

上
）

ア
メ

リ
カ

（
5
0
,7

1
0
億

円
）

（
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

（
6
,2

5
1
億

円
）
）

イ
タ

リ
ア

（
2
7
,9

6
8
億

円
）

中
国

（
除

く
香

港
）
（
1
7
,7

5
7
億

円
）

ス
ペ

イ
ン

（
1
6
,3

0
2
億

円
）

フ
ラ

ン
ス

（
1
2
,1

1
3
億

円
）

１
　

起
源

○
1
9
6
6
年

に
州

憲
法

が
改

正
さ

れ
、

州
に

よ
る

富
く
じ

の
発

売
が

認
め

ら
れ

、
翌

6
7
年

に
富

く
じ

が
発

売
開

始
○

富
く
じ

の
収

益
金

は
、

州
法

に
よ

り
学

校
教

育
の

た
め

だ
け

に
使

用

○
1
5
7
0
年

代
に

、
ジ

ェ
ノ

ヴ
ァ

共
和

国
に

お
い

て
元

老
院

議
員

を
く
じ

に
よ

り
選

出
す

る
際

に
市

民
達

が
賭

け
る

よ
う

な
り

、
金

集
め

の
た

め
に

ジ
ェ

ノ
ヴ

ァ
・
ロ

ト
が

誕
生

○
3
0
0
0
年

程
前

に
万

里
の

長
城

建
設

の
た

め
に

富
く

じ
（
キ

ノ
）
が

発
行

○
1
7
6
3
年

に
、

カ
ル

ロ
ス

三
世

が
出

し
た

勅
令

に
基

づ
き

、
病

院
、

救
貧

院
、

そ
の

他
国

の
公

共
施

設
の

資
金

調
達

の
た

め
に

国
営

富
く
じ

（
ロ

ト
）
が

発
売

開
始

○
富

く
じ

が
国

の
独

占
事

業
で

あ
る

こ
と

を
明

確
化

す
る

た
め

に
外

国
の

富
く
じ

の
国

内
で

の
販

売
を

禁
止

○
1
8
1
2
年

、
カ

デ
ィ

ス
に

お
い

て
ナ

ポ
レ

オ
ン

の
侵

略
を

防
ぐ

た
め

の
基

金
を

市
民

に
新

し
い

税
金

を
課

さ
な

達
す

る
た

め
営

富
く

○
1
4
4
4
年

に
、

ブ
ル

ゴ
ー

ニ
ュ

地
方

レ
コ

ル
セ

で
募

金
の

代
わ

り
に

、
1
4
6
6
年

に
ブ

ル
ジ

ェ
ス

に
お

い
て

貧
民

の
救

済
目

的
で

、
1
5
2
0
年

に
フ

ラ
ン

シ
ス

一
世

が
国

家
財

政
の

た
め

に
く
じ

を
発

行
す

る
と

と
も

に
、

富
く
じ

役
所

を
建

設

主
要

国
の

富
く
じ

の
歴

史 金
を

課
さ

な
い

で
調

達
す

る
た

め
に

国
営

富
く
じ

（
普

通
く
じ

）
が

発
売

開
始

２
　

国
内

で
の

広
ま

り

○
1
9
7
0
年

に
、

従
来

１
枚

１
ド

ル
で

記
名

式
だ

っ
た

富
く
じ

が
、

１
枚

5
0
セ

ン
ト

で
無

記
名

式
に

変
更

○
ジ

ェ
ノ

ヴ
ァ

で
誕

生
し

た
ロ

ト
は

、
次

第
に

イ
タ

リ
ア

全
国

に
広

が
り

、
さ

ら
に

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
諸

国
に

普
及

○
唐

代
に

は
富

く
じ

の
最

初
の

記
録

が
残

存
し

て
お

り
、

1
8
8
5
年

ま
で

は
散

発
的

で
は

あ
る

が
富

く
じ

は
途

絶
え

る
こ

と
な

く
発

売

○
1
8
1
8
年

に
ク

リ
ス

マ
ス

く
じ

の
始

ま
り

と
さ

れ
る

普
通

く
じ

が
発

売
開

始

○
1
6
世

紀
の

フ
ラ

ン
ソ

ワ
王

朝
時

代
以

降
、

２
世

紀
に

わ
た

っ
て

宗
教

又
は

慈
善

の
た

め
の

資
金

調
達

の
た

め
に

各
王

朝
が

富
く

じ
を

発
行

○
1
7
7
6
年

に
、

ル
イ

1
6
世

が
財

源
目

的
で

本
格

的
な

国
営

富
く
じ

で
あ

る
王

室
富

く
じ

を
創

設
す

る
と

と
も

に
、

孤
児

富
く
じ

及
び

慈
善

事
業

富
く
じ

を
除

く
す

べ
て

の
私

的
富

く
じ

を
制

限
し

、
独

占
権

を
掌

握
○

1
7
7
9
年

に
、

憲
法

制
定

議
会

は
私

的
富

く
じ

に
つ

い
て

す
べ

て
の

制
限

を
一

旦
解

除

３
　

社
会

問
題

○
1
9
7
5
年

に
、

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
ミ

ス
に

よ
り

、
重

複
し

た
富

く
じ

券
が

発
売

さ
れ

○
1
8
6
3
年

に
、

国
庫

が
深

刻
な

窮
乏

状
態

に
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
国

の
利

益
の

た
め

に
運

営

○
1
8
8
6
年

に
、

清
朝

政
府

は
富

く
じ

を
禁

止
し

た
も

の
の

、
小

規
模

な
が

ら
ギ

ャ
ン

ブ
ル

は
引

き
続

き
盛

ん
に

行
わ

れ
る

○
1
8
5
0
年

に
ロ

ト
、

1
8
5
3
年

に
普

通
く
じ

に
機

械
化

さ
れ

た
抽

せ
ん

機
を

導
入

し
た

も
の

の
、

1
9
6
2

○
フ

ラ
ン

ス
革

命
政

権
は

、
富

く
じ

が
旧

体
制

の
象

徴
と

み
ら

れ
る

と
の

理
由

で
、

国
営

、
私

営
を

含
め

す
べ

て
の

富
く
じ

を
禁

止
○

1
8
0
4
年

に
ナ

ポ
レ

オ
ン

世
は

帝
国

富
く
じ

を
再

興
し

た
も

の
３

　
社

会
問

題
化

、
衰

退
、

廃
止

等

ミ
ス

に
よ

り
、

重
複

し
た

富
く
じ

券
が

発
売

さ
れ

る
な

ど
、

富
く
じ

の
運

営
に

疑
義

が
生

じ
た

た
め

、
約

１
年

間
富

く
じ

の
発

売
が

中
断

○
こ

の
間

、
旧

富
く
じ

法
が

廃
止

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

国
の

利
益

の
た

め
に

運
営

さ
れ

る
ロ

ト
の

基
本

的
な

法
律

が
制

定
さ

れ
た

も
の

の
、

ロ
ト

の
社

会
的

弊
害

を
懸

念
す

る
勢

力
も

強
く
、

ロ
ト

の
発

行
運

営
は

暫
定

的
に

行
わ

れ
る

○
中

華
人

民
共

和
国

の
成

立
（
1
9
4
9
年

）
と

と
も

に
、

富
く
じ

は
共

産
主

義
国

家
体

制
と

な
じ

ま
な

い
こ

と
か

ら
、

一
切

の
ギ

ャ
ン

ブ
ル

、
富

く
じ

は
禁

止

化
さ

れ
た

抽
せ

ん
機

を
導

入
し

た
も

の
の

、
1
9
6
2

年
に

、
当

時
の

技
術

が
信

頼
で

き
な

い
こ

と
と

、
輸

送
手

段
に

安
全

性
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
を

理
由

に
ロ

ト
を

廃
止

○
1
8
0
4
年

に
、

ナ
ポ

レ
オ

ン
一

世
は

帝
国

富
く
じ

を
再

興
し

た
も

の
の

、
1
8
3
6
年

に
、

フ
ラ

ン
ス

富
く
じ

は
廃

止
さ

れ
、

慈
善

事
業

又
は

芸
術

振
興

等
の

後
援

に
資

金
提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
私

的
富

く
じ

の
み

が
認

め
ら

れ
た

○
1
9
7
6
年

に
「
現

行
の

教
育

の
た

め
の

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

州
営

富
く
じ

法
」
が

制
定

さ
れ

、

○
1
9
3
8
年

に
法

改
正

が
行

わ
れ

、
抽

せ
ん

地
の

増
設

や
新

た
な

商
品

の
追

加
等

が
行

わ
れ

る
と

と
も

に
、

ロ
ト

が
恒

常
的

に
発

行
運

営
。

ま
た

、
国

家
専

売
局

が
設

置
さ

れ
、

普
通

く
じ

が
発

売
開

始
○

1
9
5
5
年

に
富

く
じ

基
本

法
が

制
定

さ
れ

、
現

行
の

普
通

く
じ

は
こ

れ
に

基
づ

い
て

発
行

運
営

○
1
9
8
7
年

に
、

ロ
ト

の
売

上
髙

が
大

幅
に

落
ち

○
1
9
7
8
年

の
中

国
改

革
開

放
政

策
実

施
を

経
て

、
次

第
に

経
済

政
策

の
転

換
が

な
さ

れ
る

な
か

で
、

富
く
じ

は
い

わ
ば

チ
ャ

リ
テ

ィ
ー

事
業

の
発

展
し

た
も

の
と

し
て

認
知

○
1
9
8
7
年

に
中

国
政

府
は

社
会

福
祉

関
係

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
資

金
集

め
の

手
段

と
し

て
奨

券
（
賞

品
付

富
く

じ
）
を

発
行

し
、

そ
の

た
め

に
中

国
社

会
福

祉
賞

品
付

募
金

委
員

会
が

設
立

。
同

年
、

国
務

院
に

よ
り

中
国

社
会

福
祉

賞
品

付
募

金
券

発
行

セ
ン

タ
ー

が
富

く
じ

発
行

運
営

機
関

と
し

て
公

認
さ

れ
普

通
く
じ

が
発

売
さ

○
1
9
3
8
年

に
、

視
覚

障
害

者
の

福
祉

向
上

の
資

金
調

達
の

た
め

に
民

営
富

く
じ

発
行

機
関

と
し

て
ス

ペ
イ

ン
視

覚
障

害
者

全
国

機
構

が
創

立
さ

れ
、

普
通

く
じ

が
発

売
○

1
9
5
6
年

に
、

富
く
じ

に
関

す
る

一
般

規
則

が
制

定 ○
1
9
8
5
年

に
、

国
営

富
く
じ

及
び

ゲ
ー

ム
公

社
が

設
立

さ
れ

、
そ

れ
ま

で
大

蔵
省

富
く
じ

事
業

局
が

運
営

し
て

い
た

普
通

く
じ

と
慈

善
ス

ポ
ー

ツ
く
じ

団
体

が
運

営
し

て
い

た
サ

ッ
カ

ー
く
じ

を
合

わ
せ

て
発

○
1
9
3
0
年

に
、

政
府

は
消

防
用

装
備

の
購

入
の

た
め

の
富

く
じ

を
公

認
し

、
こ

の
と

き
富

く
じ

の
公

的
、

社
会

的
有

用
性

の
認

識
が

高
ま

り
、

1
9
3
3
年

に
、

財
政

法
に

よ
り

現
在

の
フ

ラ
ン

ス
富

く
じ

の
基

と
な

る
国

営
富

く
じ

（
普

通
く
じ

）
が

創
設

さ
れ

、
退

役
軍

人
の

年
金

資
金

及
び

農
業

災
害

救
済

資
金

に
充

当
さ

れ
る

と
と

も
に

、
国

営
富

く
じ

の
運

営
管

理
は

財
務

省
に

設
置

さ
れ

た
国

営
富

く
じ

局
で

実
施 ○

1
9
6
0
年

代
か

ら
7
0
年

代
に

か
け

て
競

馬
と

の
競

合
が

起
こ

り
、

顧
客

が
流

出
し

た
た

め
に

、
売

上
げ

が
横

ば
い

に
な

り
大

き
な

伸
び

が
期

待
で

き
な

い
状

況
に

な
っ

た
こ

と
か

ら
、

1
9
7
4
年

に
、

1
2
の

４
　

現
代

の
く

じ
と

し
て

の
発

展

ュ
ヨ

ク
州

営
富

く
じ

法
」
が

制
定

さ
れ

、
富

く
じ

の
発

行
が

再
開

○
1
9
7
6
年

に
イ

ン
ス

タ
ン

ト
く
じ

が
、

1
9
7
8
年

に
ロ

ト
が

発
売

開
始

○
1
9
8
0
年

に
ロ

ト
に

オ
ン

ラ
イ

ン
方

式
が

導
入

さ
れ

る
と

と
も

に
、

ナ
ン

バ
ー

ゲ
ー

ム
の

発
売

開
始

○
そ

の
後

、
ナ

ン
バ

ー
ズ

及
び

ロ
ト

の
改

良
が

進
む

と
と

も
に

、
1
9
9
0
年

に
キ

ノ
が

発
売

開
始

○
1
9
8
7
年

に
、

ロ
ト

の
売

上
髙

が
大

幅
に

落
ち

込
ん

だ
こ

と
か

ら
法

改
正

が
行

わ
れ

、
そ

れ
ま

で
国

の
出

先
機

関
で

の
み

販
売

さ
れ

て
い

た
ロ

ト
の

販
売

が
民

営
化

○
1
9
9
4
年

に
9
つ

の
団

体
の

事
業

連
合

組
織

（
ロ

ト
マ

テ
ィ

カ
）
が

結
成

さ
れ

、
政

府
は

ロ
ト

の
業

務
の

オ
ン

ラ
イ

ン
化

を
承

認
し

、
ロ

ト
の

発
行

運
営

が
ロ

ト
マ

テ
ィ

カ
に

全
面

的
に

委
託

○
1
9
5
8
年

に
は

エ
ナ

ロ
ト

が
、

1
9
9
4
年

に
は

国
家

専
売

局
に

よ
り

イ
ン

ス
タ

ン
ト

く
じ

が
、

1
9
9
8

年
に

は
ス

ー
パ

ー
エ

ナ
ロ

ト
が

発
売

開
始

さ
れ

る
と

と
も

に
、

1
9
9
2
年

か
ら

取
扱

手
数

料
を

徴
収 ○

普
通

く
じ

、
イ

ン
ス

タ
ン

ト
く
じ

の
発

行
運

営
を

ロ
ト

マ
テ

ィ
カ

社
等

に
委

託

行
・
運

営
機

関
と

し
て

公
認

さ
れ

、
普

通
く
じ

が
発

売
さ

れ
、

翌
8
8
年

に
イ

ン
ス

タ
ン

ト
く
じ

も
発

売
開

始
○

1
9
9
4
年

に
、

第
２

の
富

く
じ

発
売

団
体

と
し

て
中

国
体

育
富

く
じ

管
理

セ
ン

タ
ー

が
設

立
、

全
国

ベ
ー

ス
で

の
体

育
く
じ

が
発

売
開

始
○

1
9
9
8
年

に
、

全
国

的
な

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ー
シ

ス
テ

ム
を

使
っ

た
ロ

ト
型

の
体

育
富

く
じ

が
江

蘇
省

に
お

い
て

最
初

に
発

売
○

2
0
0
0
年

以
降

、
本

格
的

な
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
を

推
進

○
2
0
0
2
年

に
、

売
上

げ
の

急
上

昇
に

伴
い

、
富

く
じ

に
関

す
る

統
一

規
則

で
あ

る
富

く
じ

発
行

と
販

売
に

関
す

る
暫

定
管

理
規

定
を

制
定

○
2
0
0
2
年

に
、

ナ
ン

バ
ー

ズ
の

発
売

開
始

○
そ

の
後

、
ロ

ト
及

び
イ

ン
ス

タ
ン

ト
く
じ

の
改

良
が

実
施

体
が

運
営

し
て

い
た

サ
ッ

カ
く
じ

を
合

わ
せ

て
発

行
運

営
○

1
9
8
5
年

に
、

1
2
0
年

ぶ
り

に
ロ

ト
が

復
活

○
1
9
8
7
年

に
、

カ
タ

ル
ニ

ア
州

が
州

の
富

く
じ

を
取

り
扱

う
同

州
政

府
の

機
関

で
あ

る
ロ

ト
・
カ

タ
ル

ニ
ア

を
設

立
し

、
イ

ン
ス

タ
ン

ト
く
じ

が
発

売
開

始
。

さ
ら

に
、

同
年

オ
ン

ラ
イ

ン
シ

ス
テ

ム
が

整
備

さ
れ

、
カ

タ
ル

ニ
ア

州
独

自
の

ロ
ト

が
発

売
開

始
○

1
9
9
4
年

か
ら

販
売

網
の

再
編

・
整

備
が

進
め

ら
れ

、
基

幹
販

売
店

は
す

べ
て

の
国

営
富

く
じ

を
販

売 ○
2
0
0
0
年

に
、

国
営

富
く
じ

及
び

ゲ
ー

ム
公

社
は

富
く
じ

及
び

ゲ
ー

ム
会

社
と

な
り

、
国

営
会

社
化

○
そ

の
後

、
単

価
及

び
売

上
金

の
配

分
方

法
の

変
更

、
賞

金
の

非
課

税
化

、
ロ

ト
及

び
普

通
く
じ

の
改

良
、

ナ
ン

バ
ー

ズ
ゲ

ー
ム

、
キ

ノ
及

び
ビ

ン
ゴ

の
導

入

び
が

期
待

で
き

な
い

状
況

に
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
1
9
7
4
年

に
、

1
2
の

民
間

団
体

が
共

同
し

て
国

営
富

く
じ

振
興

協
会

を
設

立
し

、
1
9
7
6

年
に

ロ
ト

が
発

売
開

始
○

1
9
7
9
年

に
、

普
通

く
じ

の
発

売
機

関
で

あ
る

国
営

富
く
じ

局
と

ロ
ト

の
発

売
機

関
で

あ
る

国
営

富
く
じ

振
興

協
会

を
統

合
し

、
国

営
富

く
じ

及
び

国
営

ロ
ト

協
会

を
設

立
○

1
9
8
6
年

に
、

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
で

初
め

て
ロ

ト
の

オ
ン

ラ
イ

ン
化

を
実

施 ○
1
9
8
0
年

代
半

ば
頃

か
ら

富
く
じ

の
売

上
げ

が
鈍

化
し

て
き

た
た

め
、

富
く
じ

の
多

角
化

戦
略

を
展

開
し

、
積

極
的

に
新

種
く
じ

が
導

入
（
1
9
8
4
年

に
は

ダ
ブ

ル
チ

ャ
ン

ス
く
じ

、
1
9
8
7
年

に
は

ナ
ン

バ
ー

ズ
ゲ

ー
ム

、
1
9
9
0
年

に
イ

ン
ス

タ
ン

ト
く
じ

、
1
9
9
3
年

に
は

キ
ノ

、
1
9
9
9
年

に
は

ビ
ン

ゴ
Ｔ

Ｖ
）
さ

れ
る

と
と

も
に

、
ロ

ト
の

改
良

、
普

通
く

じ
の

廃
止

等
を

実
施

○
1
9
8
9
年

に
、

国
営

富
く
じ

及
び

国
営

ロ
ト

協
会

の
業

務
拡

大
に

伴
い

、
フ

ラ
ン

ス
・
ロ

ト
に

改
組

。
そ

の
後

、
1
9
9
1
年

に
、

フ
ラ

ン
ス

・
ロ

ト
は

フ
ラ

ン
ス

ゲ
ム

公
社

に
改

組
施

導
入

ロ
ト

は
フ

ラ
ン

ス
ゲ

ー
ム

公
社

に
改

組

出
典

：
「
主

要
国

の
富

く
じ

要
覧

Ⅲ
（
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

編
）
」
、

「
主

要
国

の
富

く
じ

要
覧

Ⅱ
（
北

米
編

）
」
、

「
主

要
国

の
富

く
じ

要
覧

Ⅳ
（
ア

ジ
ア

、
大

洋
州

編
）
」
、

「
欧

州
諸

国
富

く
じ

制
度

視
察

調
査

会
報

告
書

　
フ

ラ
ン

ス
、

ド
イ

ツ
、

オ
ー

ス
ト

リ
ア

」
、

「
欧

州
諸

国
富

く
じ

制
度

視
察

調
査

会
報

告
書

　
イ

ギ
リ

ス
、

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

、
ド

イ
ツ

」
、

「
欧

州
諸

国
富

く
じ

制
度

視
察

調
査

会
報

告
書

　
ス

ペ
イ

ン
、

ベ
ル

ギ
ー

、
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
」
、

「
欧

州
諸

国
富

く
じ

制
度

視
察

調
査

会
報

告
書

　
ノ

ル
ウ

ェ
ー

、
フ

ラ
ン

ス
、

イ
タ

リ
ア

」
（
以

上
、

財
団

法
人

日
本

宝
く
じ

協
会

）
、

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
に

お
け

る
ゲ

ー
ミ

ン
グ

（
財

団
法

人
社

会
安

全
研

究
財

団
）

売
上

は
、

L
a 

F
le

u
r’

s 
M

ag
az

in
e
 M

ar
c
h
/
A

pr
il 

2
0
1
0
に

よ
る

2
0
0
9
年

売
上

。
な

お
、

ド
ル

ベ
ー

ス
の

額
を

2
0
0
9
年

末
の

レ
ー

ト
（
1
ド

ル
＝

9
2
.2

5
円

）
で

円
に

換
算

し
て

い
る

。
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未
定

稿

ド
イ

ツ
（
1
0
,7

2
9
億

円
）

イ
ギ

リ
ス

（
7
,8

4
0
億

円
）

カ
ナ

ダ
（
6
,4

9
4
億

円
）

（
ケ

ベ
ッ

ク
州

（
1
,6

4
7
億

円
）
）

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

（
1
,7

8
1
億

円
）

１
　

起
源

○
1
4
7
0
年

に
ア

ウ
グ

ス
ブ

ル
グ

に
お

い
て

普
通

く
じ

の
類

が
発

行
○

1
5
2
1
年

に
ア

ス
ナ

ブ
ル

ッ
ク

に
お

い
て

州
営

く
じ

が
発

売
○

1
6
1
4
年

に
、

都
市

国
家

ハ
ン

ブ
ル

グ
に

お
い

て
家

の
な

い
人

達
の

宿
所

を
建

て
る

基
金

を
作

る
た

め
に

最
初

の
公

営
富

く
じ

が
発

売

○
1
5
6
9
年

に
、

女
王

エ
リ

ザ
ベ

ス
一

世
に

よ
り

、
植

民
地

バ
ー

ジ
ニ

ア
を

支
援

す
る

た
め

や
重

要
な

軍
港

で
あ

っ
た

シ
ン

ク
港

の
修

復
資

金
調

達
の

た
め

に
国

営
富

く
じ

が
発

行 ○
1
6
2
7
年

、
3
1
年

、
8
9
年

に
は

給
水

設
備

建
設

の
た

め
に

国
営

富
く
じ

を
発

行

○
カ

ナ
ダ

連
邦

刑
法

の
改

正
を

受
け

て
、

ケ
ベ

ッ
ク

州
議

会
は

1
9
6
9
年

、
ケ

ベ
ッ

ク
富

く
じ

・
競

馬
公

社
に

関
す

る
法

律
を

可
決

し
、

州
政

府
全

額
出

資
の

ケ
ベ

ッ
ク

富
く
じ

・
競

馬
公

社
（
ロ

ト
・
ケ

ベ
ッ

ク
）
が

設
立

○
1
9
7
0
年

に
ロ

ト
・
ケ

ベ
ッ

ク
が

普
通

く
じ

を
発

売
開

始

○
1
7
5
7
年

に
グ

ス
タ

フ
二

世
ア

ド
ル

フ
の

像
を

建
立

す
る

資
金

を
得

る
た

め
に

富
く
じ

が
発

行
○

そ
の

後
1
0
数

年
に

わ
た

り
、

特
別

の
目

的
の

た
め

の
富

く
じ

が
発

売

主
要

国
の

富
く
じ

の
歴

史

２
　

国
内

で
の

広
ま

り

○
1
7
0
3
年

に
、

プ
ロ

イ
セ

ン
で

現
在

の
よ

う
な

ク
ラ

ス
く
じ

の
形

式
を

取
る

富
く
じ

が
発

売
○

1
7
2
1
年

に
、

ハ
ン

ブ
ル

グ
に

お
い

て
ク

ラ
ス

く
じ

が
発

行
さ

れ
る

と
と

も
に

富
く
じ

の
販

売
を

業
と

す
る

「
富

く
じ

販
売

人
」

が
誕

生
○

1
7
3
5
年

に
、

バ
イ

エ
ル

ン
に

お
い

て
初

め
て

ド
イ

ツ
ロ

ト
が

導
入

○
そ

の
後

、
多

く
の

国
営

富
く
じ

が
公

共
目

的
で

発
行

さ
れ

た
が

、
私

的
な

富
く
じ

も
盛

ん
に

発
行

さ
れ

、
社

会
的

弊
害

も
発

生
す

る
よ

う
に

な
っ

た
た

め
、

1
6
9
8
年

に
法

律
が

制
定

さ
れ

、
国

や
公

共
目

的
の

富
く
じ

で
も

議
会

の
承

認
が

必
要

に ○
1
8
世

紀
に

は
、

財
政

資
金

調
達

の
た

め
に

多
く
の

国
営

富
く
じ

が
発

行
さ

れ
る

と
と

も
に

、
1
7
3
9
年

の
ウ

エ
ス

ト
ミ

ン
ス

タ
ー

橋
建

設
や

1
7
5
3
年

の
大

英
博

物
館

の
美

術
品

購
入

な
ど

の
特

定
の

目
的

の
た

め
に

発
行

○
1
7
7
1
年

に
、

「
ジ

ェ
ノ

ア
く
じ

の
開

始
宣

言
」
が

出
さ

れ
、

1
7
7
3
年

に
収

益
金

を
公

共
の

利
益

の
た

め
に

役
立

て
る

よ
う

定
め

ら
れ

た
「
ロ

イ
ヤ

ル
ナ

ン
バ

ー
く
じ

」
が

発
売

開
始

３
　

社
会

問
題

○
1
7
3
6
年

に
、

フ
リ

ー
ド

リ
ッ

ヒ
大

王
に

よ
り

、
そ

れ
ま

で
各

州
で

発
行

さ
れ

て
い

た
富

く
じ

が
す

べ
て

国
営

に
統

一

○
1
8
世

紀
末

よ
り

富
く
じ

に
よ

る
非

合
法

行
為

や
社

会
悪

が
発

生
し

た
た

め
、

国
営

富
く
じ

に
も

反
対

の
声

が
強

く
な

り
、

1
8
2
3
年

富
く
じ

法
が

制
定

さ
れ

、
同

法
の

規
定

に
あ

っ
た

も
の

の
み

発
行

が
認

め
ら

れ
る

こ
と

と
な

り
1
8
2
6
年

に
３

　
社

会
問

題
化

、
衰

退
、

廃
止

等

州
で

発
行

さ
れ

て
い

た
富

く
じ

が
す

て
国

営
に

統
○

1
9
世

紀
に

入
り

「
富

く
じ

は
社

会
的

に
危

険
な

ギ
ャ

ン
ブ

ル
」
と

い
う

風
潮

が
強

ま
り

、
1
8
7
2
年

に
ク

ラ
ス

く
じ

以
外

は
禁

止
さ

れ
、

富
く
じ

熱
は

第
２

次
世

界
大

戦
ま

で
衰

退

た
も

の
の

み
発

行
が

認
め

ら
れ

る
こ

と
と

な
り

、
1
8
2
6
年

に
国

営
富

く
じ

は
廃

止
○

国
営

富
く
じ

廃
止

後
、

芸
術

組
合

、
ス

ポ
ー

ツ
団

体
、

慈
善

団
体

、
地

方
自

治
体

な
ど

に
よ

る
小

型
く
じ

が
小

規
模

発
行

○
1
8
4
0
年

に
、

公
衆

道
徳

に
と

っ
て

有
害

と
の

風
潮

が
生

じ
、

終
了

○
1
9
3
7
年

に
国

が
制

定
し

た
「
公

営
富

く
じ

及
び

賞
品

く
じ

の
認

可
に

関
す

る
法

律
」
に

基
づ

き
、

1
9
4
5
年

か
ら

西
ド

イ
ツ

に
お

い
て

各
州

に
富

く
じ

の
発

行
権

限
が

認
め

ら
れ

、
1
9
5
0
年

代
中

頃
ま

で
に

は
西

ド
イ

ツ
の

全
州

に
認

め
ら

れ
た ○

1
9
4
6
年

に
バ

イ
エ

ル
ン

で
戦

後
最

初
の

富
く
じ

（
イ

ン
ス

タ
ン

ト
く
じ

）
が

発
売

○
1
9
4
7
年

に
南

ド
イ

ツ
ク

ラ
ス

く
じ

公
社

及
び

北
西

ド
イ

ツ
ク

ラ
ス

く
じ

公
社

を
設

立
し

、
ク

ラ
ス

く
じ

の
発

売
が

開
始

○
1
9
5
5
年

に
、

4
州

共
同

で
ロ

ト
が

発
売

開
始

○
1
8
4
6
年

に
芸

術
組

合
法

が
制

定
さ

れ
、

任
意

団
体

で
あ

る
芸

術
組

合
が

政
府

の
許

可
を

受
け

て
組

合
員

に
芸

術
品

を
分

配
す

る
た

め
、

富
く
じ

の
発

行
が

認
め

ら
れ

る
○

1
9
3
4
年

に
、

賭
博

及
び

富
く
じ

法
が

制
定

さ
れ

、
私

営
く

じ
と

小
型

公
共

く
じ

が
合

法
化

○
1
9
5
6
年

に
、

小
型

く
じ

及
び

ゲ
ー

ム
法

が
制

定
さ

れ
、

慈
善

、
ス

ポ
ー

ツ
そ

の
他

の
団

体
が

初
め

て
一

般
を

対
象

に
富

く
じ

を
発

売
す

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

る
○

1
9
7
5
年

に
、

富
く
じ

法
が

制
定

さ
れ

、
地

方
自

治
体

の
富

○
1
8
9
7
年

に
、

ス
ト

ッ
ク

ホ
ル

ム
芸

術
産

業
博

覧
会

の
資

金
調

達
の

た
め

に
普

通
く
じ

が
発

売
開

始
さ

れ
、

富
く
じ

デ
ィ

ス
パ

ッ
チ

事
務

所
が

民
営

で
設

立
○

そ
の

後
、

収
益

金
を

特
別

の
用

途
に

充
て

る
た

め
、

「
北

欧
博

物
館

く
じ

」
「劇

場
く
じ

」
「
ス

タ
ジ

ア
ム

く
じ

」
な

ど
が

政
府

の
認

可
を

得
て

民
間

主
催

で
発

売
○

1
9
3
8
年

に
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
議

会
は

富
く
じ

事
業

の
国

営
化

を
決

定
し

、
富

く
じ

デ
ィ

ス
パ

ッ
チ

事
務

所
を

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

・
ペ

ニ
ン

グ
富

く
じ

会
社

に
改

組
し

、
国

営
富

く
じ

を
発

行
運

営
○

1
9
5
4
年

に
、

王
立

劇
場

再
建

の
資

金
調

達
の

た
め

、
美

術
・
劇

場
く
じ

が
ペ

ニ
ン

グ
か

ら
発

売
さ

れ
、

そ
の

収
益

金
は

古
い

建
物

の
修

復
、

演
劇

、
音

楽
、

美
術

、
文

学
な

ど
の

文
化

芸
術

活
動

へ
の

補
助

金
に

充
当

さ
れ

、
1
9
8
1
年

に
文

化
く
じ

に
変

更

４
　

現
代

の
く

じ
と

し
て

の
発

展

○
1
9
5
5
年

に
、

4
州

共
同

で
ロ

ト
が

発
売

開
始

○
1
9
5
9
年

に
、

販
売

面
で

の
ス

ケ
ー

ル
メ

リ
ッ

ト
を

活
か

す
た

め
、

ド
イ

ツ
・
ロ

ト
・
ト

ト
ブ

ロ
ッ

ク
を

結
成

し
、

西
ド

イ
ツ

全
州

が
共

同
で

発
行

運
営

○
そ

の
後

、
ロ

ト
の

賞
金

最
高

限
度

額
の

引
上

げ
及

び
廃

止
、

単
価

の
値

上
げ

、
ロ

ト
の

改
良

等
随

時
新

機
軸

を
打

ち
出

し
て

ロ
ト

の
人

気
を

持
続

○
1
9
7
0
年

に
、

7
2
年

に
開

催
さ

れ
る

ミ
ュ

ン
ヘ

ン
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
及

び
7
4
年

に
開

催
さ

れ
る

サ
ッ

カ
ー

ワ
ー

ル
ド

カ
ッ

プ
の

資
金

調
達

の
た

め
に

普
通

く
じ

が
発

売
開

始
○

そ
の

後
、

普
通

く
じ

及
び

イ
ン

ス
タ

ン
ト

く
じ

が
改

良
○

東
ド

イ
ツ

に
お

い
て

は
、

1
9
9
1
年

ま
で

に
5
州

す
べ

て
が

富
く
じ

管
理

組
織

を
設

立
し

、
1
9
9
3
年

ま
で

に
は

西
ド

イ
ツ

型
の

富
く
じ

を
導

入
○

1
9
9
4
年

に
、

ヘ
ッ

セ
ン

州
に

お
い

て
オ

ン
ラ

イ
ン

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

完
成

を
皮

切
り

に
9
0
年

代
後

半
に

か
け

て
各

州
に

お
い

て
オ

ン
ラ

イ
ン

化
が

進
行

○
1
9
7
5
年

に
、

富
く
じ

法
が

制
定

さ
れ

、
地

方
自

治
体

の
富

く
じ

発
行

が
認

め
ら

れ
、

翌
7
6
年

に
富

く
じ

及
び

娯
楽

法
が

制
定

さ
れ

、
従

来
の

富
く
じ

や
賞

品
付

娯
楽

に
関

す
る

法
律

が
一

本
化

○
1
9
7
7
年

に
、

富
く
じ

規
則

が
施

行
さ

れ
、

イ
ギ

リ
ス

の
国

営
以

外
の

富
く
じ

は
す

べ
て

こ
の

富
く
じ

及
び

娯
楽

法
及

び
富

く
じ

規
則

に
よ

り
発

行
運

営
○

1
9
7
9
年

に
、

イ
ギ

リ
ス

の
富

く
じ

団
体

が
結

集
し

、
連

合
組

織
と

し
て

イ
ギ

リ
ス

富
く
じ

協
議

会
を

結
成

○
1
9
9
1
年

に
、

ゴ
ー

ル
デ

ン
・
グ

リ
ッ

ド
会

社
が

全
国

的
な

規
模

の
イ

ン
ス

タ
ン

ト
く
じ

の
発

売
開

始
○

1
9
9
3
年

に
国

営
富

く
じ

等
に

関
す

る
法

律
が

制
定

さ
れ

、
国

営
富

く
じ

局
が

設
置

。
翌

年
キ

ャ
メ

ロ
ッ

ト
・
グ

ル
ー

プ
会

社
に

国
営

富
く
じ

の
発

売
を

許
可

し
、

ロ
ト

の
発

売
が

開
始

○
1
9
9
5
年

に
は

イ
ン

ス
タ

ン
ト

く
じ

が
発

売
開

始
、

そ
の

後
、

ロ
ト

の
改

良
等

が
実

施

○
1
9
7
7
年

に
イ

ン
ス

タ
ン

ト
く
じ

が
、

1
9
7
8
年

に
ロ

ト
が

、
1
9
7
9
年

に
ナ

ン
バ

ー
ズ

が
、

1
9
8
2
年

に
他

州
と

共
同

で
全

国
く
じ

ロ
ト

が
発

売
開

始
○

そ
の

後
、

1
9
8
9
年

に
キ

ノ
が

、
1
9
9
0
年

に
ア

ド
オ

ン
ゲ

ー
ム

が
、

1
9
9
4
年

に
ビ

デ
オ

富
く
じ

が
発

売
開

始
さ

れ
る

な
ど

新
し

い
く
じ

が
導

入

文
化

芸
術

活
動

の
補

助
金

に
充

当
さ

れ
、

1
9
8
1
年

に
文

化
く
じ

に
変

更
○

1
9
6
8
年

に
、

ペ
ニ

ン
グ

は
抽

せ
ん

を
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

化
○

1
9
7
0
年

に
ナ

ン
バ

ー
く
じ

、
7
1
年

に
は

ダ
ブ

ル
チ

ャ
ン

ス
く
じ

を
導

入
し

た
も

の
の

1
9
7
9

年
に

ナ
ン

バ
ー

く
じ

は
廃

止
、

ダ
ブ

ル
チ

ャ
ン

ス
く
じ

も
変

更
○

1
9
8
0
年

に
、

予
測

ゲ
ー

ム
会

社
が

ロ
ト

を
発

売
、

8
4
年

に
は

ロ
ト

や
ト

ト
に

付
随

す
る

普
通

く
じ

を
、

9
4
年

に
ビ

ン
ゴ

を
、

9
6
年

に
ビ

デ
オ

く
じ

を
導

入
。

9
5
年

に
全

販
売

店
の

オ
ン

ラ
イ

ン
化

が
完

成
、

そ
の

後
ロ

ト
の

改
良

を
実

施
○

1
9
9
2
年

に
、

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の

他
の

ト
ト

会
社

と
共

同
で

マ
ル

チ
富

く
じ

で
あ

る
ユ

ー
ロ

予
測

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

を
発

足
、

翌
9
3
年

に
北

欧
5
カ

国
共

同
で

ロ
ト

を
発

売
○

1
9
8
4
年

に
、

ペ
ニ

ン
グ

に
お

い
て

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

の
平

和
運

動
の

資
金

調
達

の
た

め
の

「
平

和
く
じ

」
を

発
行

、
8
6
年

に
は

イ
ン

ス
タ

ン
ト

く
じ

を
発

売
開

始
、

8
8
年

に
は

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
8
カ

国
が

参
加

し
た

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
く
じ

が
発

売
、

8
9
年

に
は

オ
ン

ラ
イ

ン
シ

ス
テ

ム
を

導
入

し
、

9
2
年

に
は

キ
ノ

及
び

カ
ー

ド
ゲ

ー
ム

を
発

売
開

始
（
カ

ー
ド

ゲ
ー

ム
は

9
6
年

に
廃

止
）

○
1
9
8
9
年

に
ビ

ン
ゴ

ロ
ト

団
体

が
設

立
さ

れ
、

ビ
ン

ゴ
ロ

ト
の

発
売

開
始

、
収

益
は

ス
ポ

ー
ツ

組
織

に
使

用
○

1
9
9
6
年

に
ペ

ニ
ン

グ
と

予
測

ゲ
ー

ム
会

社
の

統
合

を
決

定
、

翌
9
7
年

に
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
・ゲ

ム
公

社
が

発
足

に
お

い
て

オ
ン

ラ
イ

ン
化

が
進

行
ン

・
ゲ

ー
ム

公
社

が
発

足

売
上

は
、

L
a 

F
le

u
r’

s 
M

ag
az

in
e
 M

ar
c
h
/
A

pr
il 

2
0
1
0
に

よ
る

2
0
0
9
年

売
上

。
な

お
、

ド
ル

ベ
ー

ス
の

額
を

2
0
0
9
年

末
の

レ
ー

ト
（
1
ド

ル
＝

9
2
.2

5
円

）
で

円
に

換
算

し
て

い
る

。

出
典

：
「
主

要
国

の
富

く
じ

要
覧

Ⅲ
（
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

編
）
」
、

「
主

要
国

の
富

く
じ

要
覧

Ⅱ
（
北

米
編

）
」
、

「
主

要
国

の
富

く
じ

要
覧

Ⅳ
（
ア

ジ
ア

、
大

洋
州

編
）
」
、

「
欧

州
諸

国
富

く
じ

制
度

視
察

調
査

会
報

告
書

　
フ

ラ
ン

ス
、

ド
イ

ツ
、

オ
ー

ス
ト

リ
ア

」
、

「
欧

州
諸

国
富

く
じ

制
度

視
察

調
査

会
報

告
書

　
イ

ギ
リ

ス
、

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

、
ド

イ
ツ

」
、

「
欧

州
諸

国
富

く
じ

制
度

視
察

調
査

会
報

告
書

　
ス

ペ
イ

ン
、

ベ
ル

ギ
ー

、
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
」
、

「
欧

州
諸

国
富

く
じ

制
度

視
察

調
査

会
報

告
書

　
ノ

ル
ウ

ェ
ー

、
フ

ラ
ン

ス
、

イ
タ

リ
ア

」
（
以

上
、

財
団

法
人

日
本

宝
く
じ

協
会

）
、

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
に

お
け

る
ゲ

ー
ミ

ン
グ

（
財

団
法

人
社

会
安

全
研

究
財

団
）
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諸
外

国
の

富
く

じ
制

度
の

概
要

未
定

稿

売
権

主
な

売
体

主
な

主
な

使
途

備
考

地
方

一
般

財
源

国
売

上
発

行
権

限
主

な
発

売
団

体
主

な
目

的
主

な
使

途
備

考

日
本

9
,8

75
億

円
都

道
府

県
指

定
都

市
都

道
府

県
指

定
都

市
地

方
財

政
資

金
の

調
達

マ
サ

チ
ュ

ー
セ

ッ
ツ

州
は

州
内

地
方

自
治

体
に

収
益

金
の

大
部

分
を

交
付

ド
イ

ツ
98

.0
億

ユ
ー

ロ
(1

0,
67

4億
円

)
州

ド
イ

ツ
・
ロ

ト
/
ト

ト
連

合
N

K
L
北

西
ド

イ
ツ

ク
ラ

ス
く

じ
南

ド
イ

ツ
ク

ラ
ス

く
じ

公
益

の
た

め
の

資
金

調
達

州
の

財
政

資
金

の
調

達
教

育
関

連
資

金

ス
ポ

ー
ツ

、
社

会
福

祉
、

文
化

、
環

境

米
国

53
0.

6
億

ド
ル

(4
5,

69
0億

円
)

州
各

州
の

宝
く

じ
団

体

州
連

携
の

富
く

じ
は

各
州

の
売

上
に

比
例

し
て

配
分

億
イ

タ
リ

ア
宝

く
じ

協
会

社
会

福
祉

事
業

ポ
振

カ
ナ

ダ
93

.2
億

カ
ナ

ダ
ド

ル
（7

,6
66

億
円

）

各
州

の
宝

く
じ

会
社

州
各

州
の

宝
く

じ
法

人
州

の
財

政
資

金
の

調
達

医
療

、
教

育
、

社
会

保
障

、
環

境
保

護
、

芸
術

文
化

、
ス

ポ
ー

ツ
、

慈
善

事
業

収
益

金
は

50
:5

0の
割

合
で

中
央

政
府

と
地

方
政

府
に

配
分

中
国

（除
く

香
港

）
1,

0
60

.1
億

元
（
13

,1
45

億
円

）
国

中
国

福
利

彩
票

発
行

管
理

セ
ン

タ
ー

国
家

体
育

総
局

体
育

彩
票

管
理

セ
ン

タ
ー

社
会

福
祉

の
た

め
の

資
金

調
達

体
育

・
健

康
増

進
の

た
め

の
資

金
調

達

社
会

保
障

基
金

、
公

益
事

業
、

高
齢

者
扶

助
、

障
害

者
扶

助
体

育
事

業

イ
タ

リ
ア

2
30

.4
億

ユ
ー

ロ
(2

5,
09

5億
円

)
国

イ
タ

リ
ア

宝
く

じ
協

会
ロ

ト
マ

テ
ィ

カ
シ

ー
サ

ル
公

益
の

た
め

の
資

金
調

達
社

会
福

祉
、

文
化

事
業

、
ス

ポ
ー

ツ
振

興
、

シ
チ

リ
ア

州
財

政
資

金

フ
ラ

ン
ス

1
00

.0
億

ユ
ー

ロ
(1

0,
89

2億
円

)
国

フ
ラ

ン
ス

ゲ
ー

ム
社

公
益

の
た

め
の

資
金

調
達

公
益

事
業

、
助

成
事

業
の

運
営

ス
ペ

イ
ン

1
18

.2
億

ユ
ー

ロ
(1

2,
87

4億
円

)
国

富
く

じ
及

び
ゲ

ー
ム

会
社

（L
.A

.E
.)

国
の

財
政

資
金

の
調

達
ス

ポ
ー

ツ
振

興
、

赤
十

字
、

対
が

ん
協

会
、

視
覚

障
害

者
支

援
機

構
へ

の
助

成

ギ
リ

シ
ャ

58
.6

億
ユ

ー
ロ

(6
38

3億
円

)
国

財
務

省
国

営
く

じ
サ

ー
ビ

ス
部

公
益

の
た

め
の

資
金

調
達

社
会

保
障

イ
ギ

リ
ス

51
.5

億
ポ

ン
ド

（6
,9

97
億

円
）

国
キ

ャ
メ

ロ
ッ

ト
グ

ル
ー

プ
株

式
会

社
公

益
の

た
め

の
資

金
調

達
地

方
財

源
、

ス
ポ

ー
ツ

奨
励

、
芸

術
品

購
入

、
環

境
又

は
青

少
年

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

17
2
.5

億
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
ク

ロ
ー

ナ
（2

,0
48

億
円

）
国

A
B

 S
ve

ns
ka

 S
p
el

（
国

営
）

公
益

の
た

め
の

資
金

調
達

ス
ポ

ー
ツ

、
青

少
年

育
成

認
可

を
受

け
た

Ｎ
Ｇ

Ｏ
は

富
く

じ
の

発
行

が
で

き
る

ギ
リ

シ
ャ

(6
,3

83
億

円
)

国
財

務
省

国
営

く
じ

サ
部

公
益

の
た

め
の

資
金

調
達

社
会

保
障
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諸
外

国
の

富
く

じ
に

お
け

る
当

せ
ん

金
率

に
つ

い
て

未
定

稿

○
富

く
じ

売
上

高
上

位
1
0
カ

国
等

の
当

せ
ん

金
率

の
状

況

日
本

〈
国

全
体

〉

当
せ

ん
金

率

4
5
.7

6
0
.7

 

収
益

金
率

4
0
.1

2
8
.4

 販
売

諸
経

費
等

率

1
4
.2 1
0
.9

 

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

○
富

く
じ

売
上

高
上

位
1
0
カ

国
等

の
当

せ
ん

金
率

の
状

況

〈
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

〉

〈
マ

サ
チ

ュ
ー

セ
ッ

ツ
州

〉

〈
国

全
体

〉
「
N

K
L
北

西
ﾄﾞ

ｲ
ﾂ

ｸ
ﾗ
ｽ

く
じ

お
よ

び
南

ﾄﾞ
ｲ
ﾂ

ｸ
ﾗ
ｽ

く
じ

、
ﾄﾞ

ｲ
ﾂ

・
ﾛ
ﾄ/

ﾄﾄ
連

合
」

「
ド

イ
ツ

・
テ

レ
ビ

く
じ

公
益

有
限

責
任

会
社

」

米
国

5
8
.4

 

7
2
.4

 

4
6
.5

 

3
1
.0

 

3
2
.0

 

1
9
.3

 

2
2
.5

 

N
/
A

9
.6

 

8
.3

 

3
1
.0

 

N
/
A

 

「
登

録
団

体
ド

イ
ツ

障
害

者
支

援
会

(ア
ク

チ
オ

ン
・
メ

ン
シ

ュ
)」

〈
ノ

ル
ト

ラ
イ

ン
・
ヴ

ェ
ス

ト
フ

ァ
ー

レ
ン

州
〉

〈
バ

イ
エ

ル
ン

州
〉

〈
国

全
体

〉
【
ロ

ト
6
/
4
9
】

【
ロ

ト
マ

ッ
ク

ス
】

ド
イ

ツ
3
0
.0

 

4
7
.0

 

N
/
A

4
7
.0

 

4
8
.0

N
/
A

 

3
9
.5

 

N
/
A

N
/
A

 

N
/
A

N
/
A

1
3
.5

 

N
/
A

N
/
A

 

N
/
A

【
ロ

ト
マ

ッ
ク

ス
】

〈
オ

ン
タ

リ
オ

州
〉

〈
ケ

ベ
ッ

ク
州

〉

〈
国

全
体

〉
【
普

通
く

じ
・
イ

ン
ス

タ
ン

ト
】

【
ロ

ト
】

カ
ナ

ダ

イ
タ

リ
ア

4
8
.0

 5
6
.5

 

5
4
.0

 

N
/
A

 

5
3
.0

 

N
/
A

 

2
4
.9

2
4
.9

 

N
/
A

 

5
3
.6

N
/
A

 2
2
.3

2
1
.1

 

N
/
A

 

1
1
.7

【
ス

ー
パ

ー
エ

ナ
ロ

ト
】

〈
国

全
体

〉
【
イ

ン
ス

タ
ン

ト
】

【
ロ

ト
・
ナ

ン
バ

ー
ズ

】

【
ト

ト
】

〈
国

全
体

〉
「
富

く
じ

及
び

ゲ
ム

会
社

（
L

A
E

)」

中
国

（
除

く
香

港
）

3
4
.6

 

6
5
.0

 

5
0
.0

 

6
5
.0

 

6
0

5

2
0
.0

2
0
.0

 

3
5
.0

 

2
2
.0

 

3
0

4

1
5
.0 1
5
.0

 

1
5
.0

 

1
3
.0

 

9
1

〈
国

全
体

〉
「
富

く
じ

及
び

ゲ
ー

ム
会

社
（
L
.A

.E
.)
」

「
ス

ペ
イ

ン
視

覚
障

害
者

全
国

機
構

（
O

N
C

E
)」

フ
ラ

ン
ス

〈
国

全
体

〉

イ
ギ

リ
ス

〈
国

全
体

〉

〈
国

全
体

〉
「
ラ

ヒ
ー

オ
（
国

営
く

じ
）
」

ギ
リ

シ
ャ

ス
ペ

イ
ン

6
0
.5

 

5
0
.0

 

6
3
.1

 

5
1
.0

 

6
3
.5

 

3
0
.4

 

N
/
A

 

2
5
.7

 

2
5
.2

 

2
2
.6

 

9
.1

 

N
/
A

 

1
1
.2

 

2
3
.7

 

1
3
.9

 

「
O

P
A

P
 S

.A
.」

〈
国

全
体

〉
「
S

ve
n
sk

a 
S

pe
l（

国
営

く
じ

）
」

「
国

の
認

可
に

よ
る

N
G

O
」

「
地

方
自

治
体

の
認

可
に

よ
る

N
G

O
」

ギ
リ

シ
ャ

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

6
7
.3

 

5
5
.4

 

4
2
.0

 

4
3
.0

 

1
7
.4

 

2
2
.2

 

2
9
.0

 

5
1
.0

 

1
5
.3

 

2
2
.4

 

2
9
.0

 

6
.0
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諸
外

国
の

富
く

じ
に

お
け

る
当

せ
ん

金
の

実
効

還
元

率
に

つ
い

て
未

定
稿

○
富

く
じ

売
上

高
上

位
1
0
カ

国
等

の
実

効
還

元
率

の
状

況

日
本

〈
国

全
体

〉

〈
国

全
体

〉

4
5
.7

4
5
.5

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

○
実

効
還

元
率

＝
当

せ
ん

金
率

×
（
１

－
当

せ
ん

金
に

対
す

る
課

税
率

）

〈
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

〉

〈
マ

サ
チ

ュ
ー

セ
ッ

ツ
州

〉

〈
国

全
体

〉
「
ﾄ
ﾞｲ

ﾂ
・
ﾛ
ﾄ
/
ﾄ
ﾄ
連

合
、

N
K
L
北

西
ﾄ
ﾞｲ

ﾂ
ｸ
ﾗ
ｽ

く
じ

、
南

ﾄ
ﾞｲ

ﾂ
ｸ
ﾗ
ｽ

く
じ

」

「
ド

イ
ツ

・
テ

レ
ビ

く
じ

公
益

有
限

責
任

会
社

」

「
ド

イ
ツ

障
害

者
支

援
会

(ア
ク

チ
オ

ン
メ

ン
シ

ュ
)」

米
国

ド
イ

ツ

3
6
.4

5
0
.7

4
6
.5

3
1
.0

3
0

0

〈
ノ

ル
ト

ラ
イ

ン
・
ヴ

ェ
ス

ト
フ

ァ
ー

レ
ン

州
〉

〈
バ

イ
エ

ル
ン

州
〉

〈
国

全
体

〉
【
ロ

ト
6
/
4
9
】

【
ロ

ト
マ

ッ
ク

ス
】

「
ド

イ
ツ

障
害

者
支

援
会

(ア
ク

チ
オ

ン
・
メ

ン
シ

ュ
)」

ド
イ

ツ

カ
ナ

ダ

3
0
.0

4
7
.0

0
.0

4
7
.0

4
8
.0

〈
オ

ン
タ

リ
オ

州
〉

〈
ケ

ベ
ッ

ク
州

〉

〈
国

全
体

〉
【
普

通
く

じ
・
イ

ン
ス

タ
ン

ト
】

【
ロ

ト
】

【
ス

ー
パ

ー
エ

ナ
ロ

ト
】

カ
ナ

ダ

イ
タ

リ
ア

5
6
.5

5
4
.0

0
.0

4
9
.8

3
4

6
【
ス

ー
パ

ー
エ

ナ
ロ

ト
】

〈
国

全
体

〉
【
イ

ン
ス

タ
ン

ト
】

【
ロ

ト
・
ナ

ン
バ

ー
ズ

】

【
ト

ト
】

〈
国

全
体

〉
「
富

く
じ

及
び

ゲ
ー

ム
会

社
（
L
.A

.E
.)
」

中
国

（
除

く
香

港
）

ス
ペ

イ
ン

3
4
.6

5
2
.0

4
0
.0

5
2
.0

6
0
.5

フ
ラ

ン
ス

〈
国

全
体

〉

イ
ギ

リ
ス

〈
国

全
体

〉

〈
国

全
体

〉

「
O

P
A

P
S

A
」

ギ
リ

シ
ャ

「
ス

ペ
イ

ン
視

覚
障

害
者

全
国

機
構

（
O

N
C

E
)」

「
ラ

ヒ
ー

オ
（
国

営
く

じ
）
」

ス
ペ

イ
ン

5
0
.0

6
3
.1

5
1
.0

5
8
.7 6

2
3

「
O

P
A

P
 S

.A
.」

〈
国

全
体

〉
「
S

ve
n
sk

a 
S

pe
l（

国
営

く
じ

）
」

「
国

の
認

可
に

よ
る

N
G

O
」

「
地

方
自

治
体

の
認

可
に

よ
る

N
G

O
」

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

6
2
.3

5
5
.4

4
2
.0

4
3
.0

※
青

色
の

表
示

は
当

せ
ん

金
へ

の
課

税
が

な
い

こ
と

、
黄

色
の

表
示

は
当

せ
ん

金
へ

の
課

税
が

あ
る

こ
と

を
示

す
。
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宝
く

じ
・

公
営

競
技

・
サ

ッ
カ

ー
く

じ
の

実
効

還
元

率

宝
く

じ
公

営
競

技
（

地
方

競
馬

、
競

艇
、

競
輪

、
オ

ー
ト

レ
ー

ス
）

サ
ッ

カ
ー

く
じ

当
せ

ん
金

率
(A

)
45

.7
 %

売
上

1
兆

41
9
億

円

74
.8

 %
売
上

2
兆

2
49

2
億

円

49
.6

 %
売

上
90

5
億

円
(A

)
売

上
1 
兆

41
9 
億

円
当

せ
ん

金
4,

75
8 
億

円
売
上

2 
兆

2,
49

2 
億

円
払
戻
金

1 
兆

6,
81

4 
億

円
売

上
90

5 
億

円
払

戻
金

44
9
億

円

1 
億

円
当

選
時

の
受
取
額

住
民
税

所
得
税

（
還
元
率
）

(B
)

7,
81

7万
円

1 
億

円
1 
億

円

所
得
税

10
0 

%
78

.2
 %

10
0 

%
当
せ
ん
金
付
証
票
の
当
せ
ん
金
品
に

つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

課
税
標
準
（
一
時
所
得
）

（
1 
億

円
－

10
0万

円
（

必
要

経
費
＝

当
た

払
戻
金
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課

さ
な

い
。

（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実

（
当
せ
ん
金
付
証
票
法
第

13
条
）

り
馬

券
購

入
費
）
－

50
 万

円
（

特
別
控

除

額
）
）

×
1/

2＝
4,

92
5 
万

円

所
得
税

（
累
進
税
率
）

1,
69

0 
万

円
住
民
税

（
10

 %
）

49
3 
万

円

施
等
に
関
す
る
法
律
第

16
条
）

実
効
還
元
率

(A
)×

(B
)

45
.7

 %
58

.5
 %

49
.6

 %
注

）
1.

宝
く

じ
は

み
ず
ほ
銀
行
調
べ
、
公
営
競
技
は
各
施
行
者
協
議
会
調
べ
、
サ
ッ
カ
ー
く
じ
は
（
財
）
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
決
算
に
よ
る
。

2.
い

ず
れ

も
H

20
年

度
数

値
。

※
公

営
競

技
は

、
１
日

に
複

数
レ
ー
ス
行

わ
れ

て
お
り
、
例

え
ば

３
レ
ー
ス
賭

け
る
と
、
そ
の

期
待

値
は

宝
く
じ
の

当
せ

ん
金

率
を
下

回
る
。

７
５
％

×
７
５
％

×
７
５
％

＝
４
２
．
２
％

＜
４
５
．
７
％
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宝
く
じ
と
公
営
競
技
と
の
比
較

公
営

競
技

宝
く

じ
競

艇
競

輪
オ

ー
ト

レ
ー

ス
競

馬

法
律

当
せ
ん
金
付
証
票
法

モ
ー

タ
ー

ボ
ー

ト
競

走
法

自
転
車
競
技
法

小
型
自
動
車
競
走
法

競
馬
法

法
の

目
的

･
趣

旨

地
方
財
政
資
金
の
調
達

（
法
第

条
）

１
船
舶
産
業
の
振
興

２
公
益
の
増
進

３
地
方
財
政
の
改
善

（
法
第
１
条
）

１
機
械
産
業
の
振
興

２
公
益
の
増
進

３
地
方
財
政
の
健
全
化

（
法
第
１
条
）

１
機
械
産
業
の
振
興

２
公
益
の
増
進

３
地
方
財
政
の
健
全
化

（
法
第
１
条
）

畜
産
の
振
興

（
）

（
法
第
１
条
）

（
法
第
１
条
）

（
法
第
１
条
）

（
法
第
１
条
）

（
－

）

払
戻

金

発
売
総
額
の

10
0分

の
50

以
内

売
上
金
の

10
0分

の
75

～
80

間
で

施
行
者
が
設
定

売
上
金
の

10
0分

の
75

以
上
で

施
行
者
が
設
定

売
上
金
の

10
0分

の
75

以
上
で

施
行
者
が
設
定

売
得
金
の

10
0分

の
73

.8
～

82
（
勝
馬
へ
の
投
票
金
額
に
よ
り
変

動
）

（
法
第
５
条
）

（
法
第

15
条
）

（
法
第

12
条
）

（
法
第

16
条
）

動
）

（
法
第
７
条
）

払
戻

率
4
5
.
7
％

7
4
.
8
％

7
5
.
0
％

7
4
.
8
％

7
4
.
1
％

売
上

金
（

払
戻

金
）

１
兆

41
9億

円
（

4,
75

8億
円
）

9,
77

2億
円

（
7,

31
0億

円
）

7,
91

3億
円

（
5,

93
5億

円
）

1,
04

9億
円

（
78

5億
円
）

3,
75

7億
円

（
2,

78
4億

円
）

※
払
戻
率
、
売
上
金
及
び
払
戻
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
20

年
度

実
績

（
宝

く
じ
は

受
託

銀
行

調
べ

、
公

営
競

技
は

各
施

行
者

協
議

会
調

べ
）
。

※
競

艇
及

び
オ
ー
ト
レ
ー
ス
の

払
戻

率
に
つ
い
て
は

、
払

戻
金

の
時

効
等

に
よ
り
法

律
上

の
払

戻
率

の
規

定
と
一

致
し
な
い
。
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普及宣伝事業の改革に向けた基本的方針 

 
○普及宣伝事業の必要性 
 ・刑法の特例であり、公益還元を行う必要 
 ・宝くじのイメージアップと中長期的な売上げ向上のため必要 
 
○普及宣伝事業の改革に向けた基本原則 
 ・公益性と訴求性の両立した広報活動の効率的な実施 
 ・宝くじ資金の流れの単純化と情報公開により、国民にわかりやすい仕組み 
 ・発売団体として協議会が主体的に普及宣伝事業を監督する仕組みの整備 
 
○基本原則に沿って事業を見直し、普及宣伝事業を相当程度縮減 
 ①発売団体が自ら行う事業に対する助成は、国民にわかりづらいため原則と

して廃止。助成金が持っていた均てん化効果については、収益金の一部

を使って代替する方策を検討 
 ②一般市町村向けの助成は、一部収益金への移行を検討するが、総額を維持 
 ③公益法人向けの助成は、現行の助成事業を公益性と普及宣伝効果の観点か

ら厳しく検証し、半額目途で対応（特に指摘のあったＤＶＤ、パンフレ

ットなどは効果を徹底検証） 
 ④その他の普及宣伝事業も効果を検証し、効率的な事業となるようゼロベー

スで見直し 
 
○普及宣伝事業の監督強化 
 ・協議会において、助成方針作成、審査、効果検証の仕組を整備するととも

に、情報公開を徹底 
 ・日本宝くじ協会は公益法人向け助成、自治総合センターはコミュニティ助

成を基本に、それぞれの財団設立時の趣旨を踏まえ、役割分担を明確化 
 ・一般市町村向け助成事業の実施に当たっては、一般市町村の関わりも重視 
 
○収益金の増加と当せん金への還元 
 ・改革を通じ、収益金の増を目指すとともに、宝くじファンにも当せん金と

して還元 
 ・近年の宝くじの売上げ減少トレンドを踏まえ、当せん金への配分のあり方

を検討。あわせてジャンボ宝くじの一等賞金の引上げ、中間賞金の拡充

などを検討 

平成 22 年 10 月 15 日 
全国自治宝くじ事務協議会資料
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行
政
刷
新
会
議
「
事
業
仕
分
け
」（

宝
く
じ

関
係

）
 

 
事
業

 
W

G
の
評
価
結
果

 
1.

 (財
)日

本
宝
く
じ
協
会

 
[1

] 
宝
く
じ
の
普
及
宣
伝
の
事
業

 
2.

 (財
)自

治
総
合
セ
ン
タ
ー

 
[2

] 
普
及
広
報
事
業

 
3.

 (財
)全

国
市
町
村
振
興
協
会

 
[3

] 
市
町
村
振
興
事
業
に
対
す
る
助
成
事
業

 
[4

] 
市
町
村
振
興
宝
く
じ
販
売
促
進
事
業

 

当
W

G
の
結
論
と
し
て
は
、
当
該

事
業
に
つ
い
て
は
廃
止
と
す
る
。
地
方
財
政
の
一
層
の
拡
充

の
た

め
に

、
ま

た
宝

く
じ

に
夢

を
持

っ
て

楽
し

み
に

購
入

さ
れ

る
方

々
の

利
益

の
た

め
に

、
天

下

り
の

方
々

の
高

額
給

与
の

問
題

、
過

度
に

豪
華

な
オ

フ
ィ

ス
、

複
雑

な
交

付
形

態
、

無
駄

な
宣

伝

広
報

事
業

、
こ

れ
ら

の
問

題
が

解
決

さ
れ

る
ま

で
は

、
宝

く
じ

の
許

可
権

限
者

で
あ

る
総

務
大

臣

は
宝
く
じ
の
販
売
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
と
す
る
。

 
 

1.
 (財

)地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー

 
[1

] 
地
域
づ
く
り
助
成
等
支
援
事
業

 
[2

] 
地
域
活
性
化
情
報
提
供
･調

査
研
究
事
業

 
[3

] 
ふ
る
さ
と
情
報
プ
ラ
ザ
運
営
事
業

 
2.

 (財
)地

域
総
合
整
備
財
団

 
[4

] 
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
（
ふ
る
さ
と
融
資
）

 
3.

 (財
)全

国
市
町
村
研
修
財
団

 
[5

] 
研
修
事
業

 

（
当
該
法
人
の
所
管
官
庁
で
あ
る
総
務
省
に
お
い
て
、
当

W
G

の
以
下
の
結
論
に
沿
っ
て
、
必
要

な
指
導
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
前
提
で
）

 
[1

]～
[4

] 廃
止

 
[5

] 
基
金
の
あ
り
方
、
施
設
の
あ
り
方
、
研
修
の
効
率
化
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う

 

1.
 (財

)自
治
体
国
際
化
協
会

 
[1

] 
海
外
事
務
所
設
置
・
運
営

 
[2

] 
外
国
青
年
招
致
事
業
（
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

 
2.

 (財
)自

治
体
衛
星
通
信
機
構

 
[3

] 
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
[4

] 
地
域
衛
星
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
（

J-
A

LE
R

T
を
除
く
）

3.
 (財

)地
域
創
造

 
[5

] 
地
域
の
文
化
・
芸
術
活
動
支
援
事
業

 
[6

] 
公
共
ホ
ー
ル
活
性
化
事
業

 

（
当
該
法
人
の
所
管
官
庁
で
あ
る
総
務
省
に
お
い
て
、
当

W
G

の
以
下
の
結
論
に
沿
っ
て
、
必
要

な
指
導
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
前
提
で
）

 
国

と
地

方
の

役
割

分
担

の
あ

り
方

に
つ

い
て

整
理

す
る

と
と

も
に

、
地

方
の

総
意

に
基

づ
き

行

っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
地
方
の
総
意
」
の
再
検
討
を
行
う

 
対
象
事
業
の
見
直
し
を
行
う

 
地
方
自
治
体
の
負
担
の
あ
り
方
を
見
直
す
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